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前号への補遺

前稿脱稿後，入手しえた新たな資料，及び発表された新しいデータによって，

一部を最新のものに補い，内容の補強・修正をしておく。しかし，前稿を含め

た本稿の主旨そのものにはいささかの変更もない。

１．表１にかかわるデータについて，表１の外資導入状況に関する新たな

２００３年の数値が発表されたのでそれを補表１として掲げるとともに，いくつか

の注目点を付記する。

北京，天津，河北，遼寧，上海，江蘇，浙江，福建，山東，広東の沿海１０省

市は，２００３年にも全国の外資投資額の８４．９４％を占めており，外資の進出が沿

海部中心であるという２００２年までの特徴には変化がない。補表１及び補表２で

暦年の外資導入状況を確認しておくと，改革開放が本格化した１９８０年代半ば以

降は，１９９０年代前半にこの１０省市の占める割合が，８０％台にあった以外はすべ

て８５％前後を示しており，中国の経済成長がこの一帯によって牽引されている

ことが示されている。ついでこの１０省市を地理的位置から，北京，遼寧，天津，

山東，河北の「北部渤海湾」と上海，江蘇，浙江からなる「長江三角」，そし

て福建，広東の「華南」経済圏（地帯）の３つの経済地帯に大きく分けると，

開放政策の成熟とともにこの三大地帯の内部で外資進出の舞台に一定の変化が

起きていることが示される。

中国の５つの経済特区のうち，厦門（アモイ），汕頭（スワトウ），深 （シェ

ンチェン），珠海（チューハイ）の４特区を擁し74ている福建と広東からなる

「華南」経済圏は，補表３に示されるように，１９８５年には６４．５７％の外資を呼
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び込んでいたのに対し，以後は傾向的にその比率を低下させている。天安門事

件（１９８９年）以後の停滞を克服するために改革開放の加速を呼びかけた 小平

の「南方巡話」（１９９２年）後の１９９４年には，皮肉にも５０％を割り，２００２年には

補表１ 各地の暦年外資導入額
単位：万米ドル

年 １９９６① １９９７② １９９８③ １９９９④ ２０００⑤ ２００１⑥ ２００２⑦ ２００３⑧

全国総額 ５４８０４１６ ６４４０８３４ ４７５５７４９ ４２４４６９６ ４９３５６２７ ４９６７２１２ ５５０１１１２ ５３５０４６７
北京 １７２１１０ １６２７４５ ２１６８００ １９７５２５ １６８３６８ １７６８１８ １７２４６４ ２１９１２６
天津 ２２３６４５ ２５２４２２ ２１１３６１ １７６３９９ １１６６０１ ２１３３４８ １５８１９５ １５３４７３
河北 ９１７１０ １１０７０８ １４２８６８ １０４２０２ ６８２９４ ６７６８３ ７８７６１ ９６４０５
山西 １９８８９ ２８０７６ ２４４５１ ３９１２９ ２２４７２ ２３３９３ ２１１６４ ２１３６１
内蒙古 ２３０００ １３０６１ ９０８２ ６４５６ １０５６８ １０７０３ １７７０１ ８８５４
遼寧 １８９１９７ ２４５７６９ ２４０６２４ １０６１７３ ２０４４４６ ２５１６１２ ３４１１６８ ２８２４１０
吉林 ６１７１７ ４０８５５ ４０９１７ ３０１２０ ３３７０１ ３３７６６ ２４４６８ １９０５９
黒龍江 ８４２７９ ７５９５６ ５２６３９ ３１８２８ ３００８６ ３４１１４ ３５５１１ ３２１８０
上海 ４８３８２１ ４６０１９４ ３６６７７４ ２８３６６５ ３１６０１４ ４２９１５９ ４２７２２９ ５４６８４９
江蘇 ５４８９１９ ５５９５１５ ６６３１７９ ６０７７５６ ６４２５５０ ６９１４８２ １０１８９６０ １０５６３６５
浙江 １６３３９５ １５４７５４ １３４０１２ １２３２６２ １６１２６６ ２２１１６２ ３０７６１０ ４９８０５５
安徽 ７３６４４ ４５２６２ ２７６７３ ２６２３１ ３１８４７ ３３６７２ ３８３７５ ３６７２０
福建 ４１３５６２ ４２０１５０ ４２１２１１ ４０２４０３ ３４３１９１ ３９１８０４ ３８３８３７ ２５９９０３
江西 ３２３７７ ４８７９７ ４６４９６ ３２０８０ ２２７２４ ３９５７５ １０８１９７ １６１２０２
山東 ２８７１６１ ２７７７７６ ２７３１００ ２４６５４７ ３０２７５５ ３５２０９３ ４８００１０ ６０１６１７
河南 ７８３１７ ７５９２４ ６１６５４ ５２１３５ ５６４０３ ４５７２９ ４０４６３ ５３９０３
湖北 １０９８９０ ８５３３１ １０３６４９ ９８９１４ １０３６１２ １４２４２５ １６４５３５ １５６８８６
湖南 ７５６９０ １００９７７ ８１８１６ ６５３７４ ６７８３３ ８１０１１ ９００２２ １０１８３５
広東 １３２５８０７ １２６３８９４ １３０３１６０ １２８９２３８ １２８３４９４ １３６３４６６ １３３１１３２ ７８２２９４
広西 ７８０９１ ９３０６４ ８８６１３ ６３５１２ ５２７６６ ３８４１６ ４１７２６ ４１８５６
海南 ８９６８４ ７２４５８ ７１７１５ ４８４４９ ４３０８０ ４６６９１ ５１１９６ ４２１２５
重慶 ４５２７１ ４３１０７ ２４１３５ ２４５７９ ２５７８０ １９７０４ ２６０８３
四川 ６３１２２ ３１０２０ ３７２４８ ３４１０１ ４３６９４ ５８１８８ ５５５８３ ４１２３１
貴州 ３４２５３ ６４０６ ４５３５ ４０９０ ２５０１ ２８２９ ３８２１ ４５２１
雲南 ７５２９ １６９８６ １４５６８ １５３８５ １２８１２ ６４５７ １１１６９ ８３８４
チベット ２４１
陝西 ３６７１５ ６３７９６ ３００１０ ２４１９７ ２８８４２ ３５１７４ ３６００５ ３３１９０
甘粛 ２２１０１ ５１５４ ３８６４ ４１０４ ６２３５ ７４３９ ６１２１ ２３４２
青海 １０３４ １０４０ ４５９ ３６４９ ４７２６ ２５２２
寧夏 ４９７５ ４３７４ １８５６ ５１３４ １７４１ １６８０ ２２００ １７４３
新疆 ２８２５４ ４４６４ ２１６７ ２４０４ １９１１ ２０２５ １８９９ １５３４

※１９８８年は外商直接投資とその他投資の合算。
出所：①『中国統計年鑑１９９７年版』，６０８頁。

②『中国統計年鑑１９９８年版』，６４２頁。
③『中国統計年鑑１９９９年版』，５９９頁。
④『中国統計年鑑２０００年版』，６０９頁。
⑤『中国統計年鑑２００１年版』，６０７頁。
⑥『中国統計年鑑２００２年版』，６３３頁。
⑦『中国統計年鑑２００３年版』，６７５頁。
⑧『中国統計摘要２００４年版』，１６９頁。

－８０－ 中国村庄の政治と経済（２）

補表２ 沿海１０省市の暦年外資導入状況とその全国に占める割合
単位：万米ドル，％

１９８５年①１９８６年②１９８７年③１９８８年④１９８９年⑤１９９０年⑥１９９２年⑦１９９３年⑧１９９４年⑨

全国 a １５９９１４ ２７７５３１ ３２１１１５ ５６０９９３ ５８４８２１ ５４９３７８ １３０５９３７ ３０２３３２１ ３５６５９７８
北京 １１６２８ １６２８２ １６１７４ ５８３８９ ４７７０４ ３９２０２ ３６１５９ ８１７３１ １３７９１１
天津 ６３７９ １３４７９ ２２３３８ ２４２６８ １６７７６ ９８５６ ２６２５９ ６２３６８ １１６１７６
河北 １０５０ １９０１ １０３２ ２８５１ ９２９１ ９７８０ １１３０９ ３９６５４ ５２９８２
遼寧 ２４５８ ６４４９ １７４７０ ２９２４７ ３８８１４ ７２７３９ ６８０１２ １３９６９３ １５１４７１
山東 ６２０１ ７５９１ ９３７７ １１２２６ ２０８３３ ２３０４５ １０２６８５ １８８２６７ ２６０１４３
上海 １０９３８ ２８１１６ ５７５６３ ４４０４７ ４６６４９ ３２１０４ ８９９２９ ３１７８０３ ２５８２１７
江蘇 ５１１１ ４５５７ １４３０８ １５６７０ １６１１６ ２４７６９ １４６３２４ ２８４３７１ ３７８５６８
浙江 ６１７３ ２９５２ １０６９４ １３０５７ １２５４６ １２７７７ ２７６６４ １０３１７５ １１５６５０
福建 １７１０９ １６５５１ １４２４４ ２９３９５ ３８７９２ ４２６８４ １４６５６１ ２９０５９９ ３７２３２８
広東 ７３８８５ １４０４１０ １１６６６３ ２４１４７５ ２３９０２７ ２０１５４１ ４７４６４１ ９８４３１３ １０９２７５８
小計 b １４０９３２ ２３８２８６ ２７９８６３ ４６９６２５ ４８６５４８ ４６８４９７ １１２９５４３ ２４９１９７４ ２９３６２８４
b/a（％） ０．８８１２９９ ０．８５８５９２ ０．８７１５３５ ０．８３７１３２ ０．８３１９６１ ０．８５２７７７ ０．８６４９２９ ０．８２４２５１ ０．８２３３９４

１９９５年⑩ １９９６年⑪ １９９７年⑫ １９９８年⑬ １９９９年⑭ ２０００年⑮ ２００１年⑯ ２００２年⑰ ２００３年⑱
全国 a ３９７２０８１ ４８２４１２９ ４７６６１９９ ４７１９１４９ ４１４５３０７ ４２０４３８６ ４８３１３５３ ５４７３９５２ ５２９４０３７
北京 １１０６４８ １７２１１０ １６２７４５ ２１６８００ １９７５２５ １６８３６８ １７６８１８ １７２４６４ ２１９１２６
天津 １５８６８６ ２２３６４５ ２５２４２２ ２１１３６１ １７６３９９ １１６６０１ ２１３３４８ １５８１９５ １５３４７３
河北 ６１３３３ ９１７１０ １１０７０８ １４２８６８ １０４２０２ ６８２９４ ６７６８３ ７８７６１ ９６４０５
遼寧 １５６８３８ １８９１９７ ２４５７６９ ２４０６２４ １０６１７３ ２０４４４６ ２５１６１２ ３４１１６８ ２８２４１０
山東 ２７６４９７ ２８７１６１ ２７７７７６ ２７３１００ ２４６５４７ ３０２７５５ ３５２０９３ ４８００１０ ６０１６１７
上海 ３００５４３ ４８３８２１ ４６０１９４ ３６６７７４ ２８３６６５ ３１６０１４ ４２９１５９ ４２７２２９ ５４６８４９
江蘇 ５３２５７７ ５４８９１９ ５５９５１５ ６６３１７９ ６０７７５６ ６４２５５０ ６９１４８２ １０１８９６０ １０５６３６５
浙江 １２８９６８ １６３３９５ １５４７５４ １３４０１２ １２３２６２ １６１２６６ ２２１１６２ ３０７６１０ ４９８０５５
福建 ４１４９０８ ４１３５６２ ４２０１５０ ４２１２１１ ４０２４０３ ３４３１９１ ３９１８０４ ３８３８３７ ２５９９０３
広東 １０６６９６７ １３２５８０７ １２６３８９４ １３０３１６０ １２８９２３８ １２８３４９４ １３６３４６６ １３３１１３２ ７８２２９４
小計 b ３２０７９６５ ３８９９３２７ ３９０７９２７ ３９７３０８９ ３５３７１７０ ３６０６９７９ ４１５８６２７ ４６９９３６６ ４４９６５１７
b/a（％） ０．８０７６２８ ０．８０８３ ０．８１９９２５ ０．８４１９０８ ０．８５３２９５ ０．８５７９０９ ０．８６０７５８ ０．８５８４９６ ０．８４９３５５

出所：①『中国統計年鑑１９８６年版』，５８４・５８５頁。
②『中国統計年鑑１９８７年版』，６０５頁。
③『中国統計年鑑１９８８年版』，７３５頁。
④『中国統計年鑑１９８９年版』，６４７頁。
⑤『中国統計年鑑１９９０年版』，６５５頁。
⑥『中国統計年鑑１９９１年版』，６３１頁。
⑦『中国統計年鑑１９９４年版』，５３０頁。
⑧『中国統計年鑑１９９４年版』，５３０頁。
⑨『中国統計年鑑１９９５年版』，５５７頁。
⑩『中国統計年鑑１９９６年版』，６００頁。
⑪『中国統計年鑑１９９７年版』，６０８頁。
⑫『中国統計年鑑１９９８年版』，６４２頁。
⑬『中国統計年鑑１９９９年版』，５９９頁。
⑭『中国統計年鑑２０００年版』，６０９頁。
⑮「中国統計年鑑２００１年版」，６０７頁。
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⑰『中国統計年鑑２００３年版』，６７５頁。
⑱『中国統計摘要２００４年版』，１６９頁。
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３大経済地帯の首位の座を降り，直近の２００３年にはついに最下位の２３％にまで

低下している。このうち，広東省は２００３年には絶対額で前年の６０％弱にまで落

ち込み，また，福建も前年実績を下回った。これを一時的な現象に過ぎない可

能性なしともしないが，開放の牽引地域の主役はすでに広東75及び「華南」か

ら離れたと解釈できる。

これに代わって，躍進著しいのが「北部渤海湾」と「長江三角」の二つであ

る。補表３に示される３つの省と２つの直轄市からなる「北部渤海湾」の外資

導入の特徴は，全体としての外資導入が順調に推移し，「華南」を抜いて第２

位になりつつも，その内部においては天津，遼寧の凋落傾向が見られることで

あろう。この２省市は２００３年の外資導入絶対額が前年比でマイナスとなってい

る。逆に，天然の良港を三つ（煙台，威海，青島）持つ山東の伸びが著しい。

上海，江蘇，浙江の３省市からなる「長江三角」地帯はいまや全中国の経済

成長の牽引車である。２００２年，「長江三角」地帯は「華南」を抜いて外資導入

補表３ 三大地帯外資導入の変遷

１９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年 １９８９年 １９９０年 １９９２年 １９９３年

三大地帯総計 １４０９３２ ２３８２８８ ２７９８６３ ４６９６２５ ４８６５４８ ４６８４９７ １１２９５４３ ２４９１９７４

北部渤海湾地帯 ２７７１６ ４５７０２ ６６３９１ １２５９８１ １３３４１８ １５４６２２ ２４４４２４ ５１１７１３
北京 １１６２８ １６２８２ １６１７４ ５８３８９ ４７７０４ ３９２０２ ３６１５９ ８１７３１
天津 ６３７９ １３４７９ ２２３３８ ２４２６８ １６７７６ ９８５６ ２６２５９ ６２３６８
河北 １０５０ １９０１ １０３２ ２８５１ ９２９１ ９７８０ １１３０９ ３９６５４
遼寧 ２４５８ ６４４９ １７４７０ ２９２４７ ３８８１４ ７２７３９ ６８０１２ １３９６９３
山東 ６２０１ ７５９１ ９３７７ １１２２６ ２０８３３ ２３０４５ １０２６８５ １８８２６７

三大地帯内の比率 ０．１９６７ ０．１９１８ ０．２３７２ ０．２６８３ ０．２７４２ ０．３３ ０．２１６６４ ０．２０５３

長江三角地帯 ２２２２２ ３５６２５ ８２５６５ ７２７７４ ７５３１１ ６９６５０ ２６３９１７ ７０５３４９
上海 １０９３８ ２８１１６ ５７５６３ ４４０４７ ４６６４９ ３２１０４ ８９９２９ ３１７８０３
江蘇 ５１１１ ４５５７ １４３０８ １５６７０ １６１１６ ２４７６９ １４６３２４ ２８４３７１
浙江 ６１７３ ２９５２ １０６９４ １３０５７ １２５４６ １２７７７ ２７６６４ １０３１７５

三大地帯内の比率 ０．１５７７ ０．１４９５ ０．２９５ ０．１５５ ０．１５４８ ０．１４８７ ０．２３３６ ０．２８３

華南経済圏 ９０９９４ １５６９６１ １３０９０７ ２７０８７０ ２７７８１９ ２４４２２５ ６２１２０２ １２７４９１２
福建 １７１０９ １６５５１ １４２４４ ２９３９５ ３８７９２ ４２６８４ １４６５６１ ２９０５９９
広東 ７３８８５ １４０４１０ １１６６６３ ２４１４７５ ２３９０２７ ２０１５４１ ４７４６４１ ９８４３１３

三大地帯内の比率 ０．６４５７ ０．６５８７ ０．４６７８ ０．５７６８ ０．５７１ ０．５２１３ ０．５５ ０．５１１６

出所：補表１，補表２に同じ。
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で第１位の座を占めた。そしてこの「長江三角」地帯内部では，かつての牽引

役上海に代わって南京を省都とする江蘇省の躍進が著しい。江蘇は全中国の経

済成長の中心に座りつつある。「江浙稔れば天下足る」の２１世紀版とでも形容

できようか76。いずれにせよ，東部中心の経済成長が続く中で，外資の活躍の

舞台はその内部においても収斂しはじめている。

１９７８年以来の中国の著しい経済成長が基本的に外資の導入によるものである

という前号の主題は，前号の表２に示した都市居民と農民の所得・収入にかか

わる数値の新しいデータによっても顕著に確認できる。

一人当り GDPや都市居民の可処分所得，農村居民一人当り収入の数値は，

改革開放の主舞台がいよいよ「北部渤海湾」と「長江三角」に収斂してきてい

ることを示している。これらの地域の所得指標はいずれも対前年度比において，

「華南」を含めて他の地域を凌駕しているのであり，まさに，外資の恩恵によ

るものであることを物語っている。それを示すデータを補表４に示す。 小平

単位：万米ドル

１９９４年 １９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年

２９３６２０４ ３２０７９６５ ３８９９３２７ ３９０７９２７ ３９７３０８９ ３５３７１７０ ３６０６９７９ ４１５８６２７ ４６９９３６６ ４４９６４９７

７１８６８３ ７６４００２ ９６３８２３ １０４９４２０ １０８４７５３ ８３０８４６ ８６０４６４ １０６１５５４ １２３０５９８ １３５３０３１
１３７９１１ １１０６４８ １７２１１０ １６２７４５ ２１６８００ １９７５２５ １６８３６８ １７６８１８ １７２４６４ ２１９１２６
１１６１７６ １５８６８６ ２２３６４５ ２５２４２２ ２１１３６１ １７６３９９ １１６６０１ ２１３３４８ １５８１９５ １５３４７３
５２９８２ ６１３３３ ９１７１０ １１０７０８ １４２８６８ １０４２０２ ６８２９４ ６７６８３ ７８７６１ ９６４０５
１５１４７１ １５６８３８ １８９１９７ ２４５７６９ ２４０６２４ １０６１７３ ２０４４４６ ２５１６１２ ３４１１６８ ２８２４１０
２６０１４３ ２７６４９７ ２８７１６１ ２７７７７６ ２７３１００ ２４６５４７ ３０２７５５ ３５２０９３ ４８００１０ ６０１６１７
０．２４４８ ０．２３８２ ０．２４７２ ０．２６８５ ０．２７３ ０．２３４９ ０．２３８６ ０．２５５３ ０．２６１９ ０．３００９

７５２４３５ ９６２０８８ １１９６１３５ １１７４４６３ １１６３９６５ １０１４６８３ １１１９８３０ １３４１８０３ １７５３７９９ ２１０１２６９
２５８２１７ ３００５４３ ４８３８２１ ４６０１９４ ３６６７７４ ２８３６６５ ３１６０１４ ４２９１５９ ４２７２２９ ５４６８４９
３７８５６８ ５３２５７７ ５４８９１９ ５５９５１５ ６６３１７９ ６０７７５６ ６４２５５０ ６９１４８２ １０１８９６０ １０５６３６５
１１５６５０ １２８９６８ １６３３９５ １５４７５４ １３４０１２ １２３２６２ １６１２６６ ２２１１６２ ３０７６１０ ４９８０５５
０．２５６３ ０．３ ０．３０６８ ０．３００５ ０．２９３ ０．２８６９ ０．３１０５ ０．３２２７ ０．３７３２ ０．４６７３

１４６５０８６ １４８１８７５ １７３９３６９ １６８４０４４ １７２４３７１ １６９１６４１ １６２６６８５ １７５５２７０ １７１４９６９ １０４２１９７
３７２３２８ ４１４９０８ ４１３５６２ ４２０１５０ ４２１２１１ ４０２４０３ ３４３１９１ ３９１８０４ ３８３８３７ ２５９９０３
１０９２７５８ １０６６９６７ １３２５８０７ １２６３８９４ １３０３１６０ １２８９２３８ １２８３４９４ １３６３４６６ １３３１１３２ ７８２２９４
０．４９９ ０．４６１９ ０．４４６１ ０．４３０９ ０．４３４ ０．４７８２ ０．４５１ ０．４２２１ ０．３６４９ ０．２３１８
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の改革開放の思想が「先富論」にあったとして，以後の指導層は，沿海部の成

長を中西部や内陸地域に及ぼすべく様々な政策手段をとってきているが，この

地域経済力の実情から見る限り，必ずしもその思惑通りに進んでいるとは評価

できない。

外資の導入状況について，２００２年に新たに導入された外資は７３％が製造業に

補表４ ２００３年の各地一人当りGDP，都市民可処分所得，農村民純収入と伸び率
単位：元，％

一人当り
GDP

都市民一人当り可処分所得と
前年比伸び率

農村一人当り純収入と
前年比伸び率

北京 ３１６１３ １３８８２．６ １１．１ ５６０１．６ ７．５
天津 ２５８７４ １０３１２．９ ９．３ ４５６６ ４．９
河北 １０５０８ ７２３９．１ ５．９ ２８５３．４ ４．８
山西 ７４０２ ７００５ １０．６ ２２９９．２ ６．１
内蒙古 ８７３４ ７０１２．９ １４．２ ２２６７．７ ６
遼寧 １４２５８ ７２４０．６ ９．７ ２９３４．４ ３．７
吉林 ９３３４ ７００５．２ １０．７ ２５３０．４ ６．２
黒龍江 １１６２３ ６６７８．９ ８．６ ２５０８．９ ３．３
上海 ４６７１８ １４８６７．５ １２．１ ６６５３．９ ６．８
江蘇 １６７９６ ９２６２．５ １２．３ ４２３９．３ ５
浙江 １９７３０ １３１７９．５ １１．９ ５３８９ ７．８
安徽 ６８８９ ６７７８ １０．４ ２１２７．５ －１．２
福建 １５００６ ９９９９．５ ８．１ ３７３３．９ ５
江西 ６６７７ ６９０１．４ ７．９ ２４５７．５ ４．３
山東 １３６５４ ８３９９．９ ９．５ ３１５０．５ ５．７
河南 ７５３０ ６９２６．１ ９．１ ２２３５．７ －０．４
湖北 ９００１ ７３２２ ５．１ ２５６６．８ ２．８
湖南 ７５４６ ７６７４．２ ８．７ ２５３２．９ ４．７
広東 １６９９０ １２３８０．４ １０．４ ４０５４．６ ３．４
広西 ５９６４ ７７８５ ５．５ ２０９４．５ １
海南 ８６５５ ７２５９．３ ７ ２５８８．１ ５．９
重慶 ８０７５ ８０９３．７ １１．２ ２２１４．６ ４．７
四川 ６４１８ ７０４１．９ ４．５ ２２２９．９ ４．７
貴州 ３６０１ ６５６９．２ ９．６ １５６４．７ ４．７
雲南 ５６４７ ７６４３．６ ４．２ １６９７．１ ５
チベット ６８７４ ８７６５．５ ７．６ １６９１ １５．６
陝西 ６４８０ ６８０６．４ ６．７ １６７５．７ ２．２
甘粛 ４９８４ ６６５７．２ ７．３ １６７３．１ ５
青海 ７２７６ ６７４５．３ ７．４ １７９４．１ ４
寧夏 ６６８５ ６５３０．５ ６．１ ２０４３．３ ４．５
新疆 ９６８６ ７１７３．５ ３．５ ２１０６．２ １２．８

全国 ８４７２．２ ９ ２６２２．２ ４．３

出所：『中国統計摘要２００４年版』中国統計出版社，２００４年４月，北京，１０５頁，１１０頁，１６９頁。
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向かっており，中でも IT関連がその中心になっていて，これが中国の持続的

な輸出の牽引車となっている。だが，前述のとおり，導入地域に隔たりがあり，

西部地域では外資の占める割合は低下さえしていること，また世界１８０カ国・

地域からの投資が行われているものの，そのほとんどは，香港，日本，台湾，

シンガポール，韓国，米国，一部欧州国家などに集中しており，このことを中

国では，外資導入における分布の「不合理」とよんでいる77。

２．先峰村の「消防隊」に関する位置づけは，あくまで自発的な民間組織で

あるというものである。本来であれば公的セクターが提供すべき事務サービス

の分野に，民間主体が参加することを奨励することも，中国の市場経済化のひ

とつの方向付けであることを示唆する資料も出始めている78。そうした中，消

防事業について本文中には「消防組織は一般に村の二級上の県か市に置かれて

いる」としたが，１９９８年９月１日施行の『中華人民共和国消防法』には，第３

章「消防組織」，第２７条に「城市人民政府は公安消防隊と専業消防隊を設置し

なければならない。鎮人民政府は専業消防隊と義務消防隊とを設置することが

できる」79との文言がある。鎮や村の政府には，消防組織の設置は義務づけら

れていない。より正確な叙述に置き換えることにする。よって，先峰村に「消

防隊」が設置されたことは，中国の行政機構制度からみても，その行政サービ

スのあり方からみても画期的出来事に属するのである。なお，『消防法』第２７

条に規定された，公安消防隊，専業消防隊，義務消防隊は火災のみではなく，

その他の災害あるいは事故の救援工作への参加も任務づけられている。その自

然災害において，被災者を救済する体制は，中央から県にいたる各級の政府内

部で民政部門が主管部門となることになっており，上意下達型の体制をとるこ

とになっている。これに財政部門，税務部門，農業部門，水利部門，国土資源

部門，衛生部門，気象部門，地震部門，林業部門，海洋部門，交通・鉄道部門，

郵電部門，公安部門，会計検査部門，観察部門，建設部門がそれぞれの職務分

担に応じてやはり中央から県にいたる縦型の指揮系統を作る。これらは常時の

体制である。重大な災害にたいしては，臨時対策をとることになっており，そ

れには３種類ある。一つは，地震や重大な工業事故に対しては，中央政府ある

いは地方政府がその関連部門と軍，武装警察との間で，臨時の指揮系統を作る。
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第二は，全国的な重大災害時には，国務院と関連部門の責任者が抗災救災指導

グループ（小組）を作る。総理ないし副総理が指揮をとることが多い。第三は，

ある部門，業務体が重大災害に対して，その本部門に指揮部をつくる場合など

である80。このほか，中国紅十字会，中華慈善総会，中国青少年発展基金など

の非政府組織の関与が現実化している81。この災害対策においても，制度的に

登場するのは県までであって，郷鎮の役割は叙述されていない。

３．中国の地理的な生産力分布や人口分布に関して，北京から広州・香港に

いたる鉄道の京広線が一つの国土軸を形成しているのに対して，第二国土軸と

も称すべきラインがある。東北，黒龍江省，北緯５０度，東経１２８度の曖琿，北

緯３６度，東経１０４度の甘粛省の蘭州，そしてチベットに近い雲南省の騰冲（北

緯２５度，東経９８度）を結ぶラインである。このラインの東部に人口の９５％以上

が住む82。この地理的な把握はのちの中国の中西部貧困分析に重要な意味を持

つことを付記しておく。

４．前号で示したように，中国の今日の中央政府は国務院である83。実は，

総元締めである国務院の機構はこれまで，１９８２年，１９８８年，１９９３年，１９９８年の

４次にわたって大規模な改革を経てきた。これに２００３年には，一方で肥大化し

た機構の改革と人員削減を行うとともに，国有資産管理体制改革，マクロ調節

機能の完全化，金融監督管理体制の健全化，流通管理体制の継続推進，食品の

安全と安全生産監督管理体制の強化という５つの重点項目のために機構組織を

改革している84。これらに，今，中国の抱える緊要の課題が反映しているのだ

が詳細はここでは述べない。

５．中国の中央財政と地方財政の関係にかかわるいくつかの叙述について。

前稿においては，各級政府の財政収入と財政支出の大観を述べ，各級政府の位

置を解明した。そこでの重点は分税制実施後の各級政府への税の帰属の解明に

あった。新たに，２００３年の省級財政の概観が明らかになったので，それによる

補足説明を行っておく。ここでの解明の重点は省級政府の財政総収入の仕組み

である。湖北省85を例にとる。２００４年２月４日に湖北省第１０期人民代表大会第

２次会議で，湖北省財政庁庁長，羅輝が行った『湖北省２００３年予算執行状況と

２００４年予算草案の報告』によると，２００３年の「全省財政地方一般収入」は２５９．６
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億元となっている。また，「全省地方財政支出」は４４３．６億元である。

ついで「省本級の地方一般予算収入」は５７億１６１９万元となっている。その内

訳は，増値税１４億５５６８万元，営業税１７億４０３３万元，企業所得税９億９２８９万元，

個人所得税６億１９３９万元，企業損失補填マイナス１億２７５２万元，行政性収費と

罰金収入９億１９６８万元，専項収入８２３２万元，その他各項収入３３４２万元となって

いる。

「省本級地方財政支出」は８１億４００２万元である。その支出項目は，基本建設

支出６億２４９１万元，農業支出７億３１０２万元，教育支出，１０億６５６２万元，医療衛

生支出３億３７２３万元，科学技術支出２億２８１１万元，救済及び社会福利６３１１万元，

社会保障補助支出１億６６７４万元，公安検察法院司法支出７億３０６９万元，不発達

地区支援支出８３５３億元である。

２００３年「省級財政総収入」は３１８億８５７１万元で，その内訳は次のとおり。

当年，「省級地方一般予算収入」５７億１６１９万元

中央補助収入 ２０２億５６６万元

（包括；税収返還 ８３億２７６８万元

所得税基数返還 １７億４３８９万元

一般性転移支給 １６億２５００万元

民族地区転移支給 ３７７８万元

農村税費改革転移支給 １５億１１０万元

賃金調整転移支給 ４８億９４８８万元

２００３年調資転移支給 ５億４３５５万元

企事業単位下轄経費 ８億１１２１万元

決算補助 ４億９７２６万元

市県郷機構改革転移支給 ２億７７６万元）

市州上納収入 ４９億６６１５万元

（包括；武漢市旧体制中央上納 ２８億３４８９万元

その他市州旧体制上納 １４億８１５４万元

市州専項上納と上轄単位経費 ６億４９７２万元）

財政部転移支給流用 ２億元
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調入資金 １億元

前年専項繰越 ６億９７７１万元

２００３年の「省級財政総支出」は３１８億８５７１万元，

「省本級支出」 ８１億４００２万元

中央上納支出 ２８億８３３２万元

（包括；旧体制上納 ２６億９１６７万元

専項上納と上轄単位経費 １億９１６５万元

市県補助支出 ２０８億６２３７万元）

（包括；税収返還 ７８億３４９８万元

一般性転移支出 ９億８５００万元

農村税費改革転移支出 ２１億８３６０万元

民族地区転移支出 ５３３３万元

賃金調整転移支出 ４１億４２１８万元

２００３年調資転移支出 ４億４５１７万元

体制調整基数返還 ３４億７３９３億元

２９貧困県体制調整後増量返還 ５７００万元

その他決算補助 １２億５０７７万元

前年専項繰越市県補助 ４億２７４１万元）

用語の使い方が繁雑であるが，要するに，省レベルの財政は以下のような仕

組みになっている。

まず，収入は省それ自体に帰属する１．地方税とその他項目からなる「省級

一般予算収入」あるいは「省本級地方一般予算」と，２．「中央補助収入」さ

らに，３．市州86から上納される三源泉からなる。この三つをまとめて「省級

財政総収入」と呼ぶ。湖北省の例から分るとおり，省の動かす財政資金の６３．４

％は中央である国から支給されたものであるし，下位に位置する市州からの上

納金は１５．６％にまで及ぶ。湖北省の省としての独自資金とも呼ぶべき１．の「省

級一般予算収入」あるいは「省本級地方一般予算」は，わずかに１７．９２％に過

ぎない。転移性87の財政資金が大きな比率を占めている様子がうかがえるが，

「分税制」の意義それ自体に疑問を抱かせるに十分な状況である。
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また，支出のほうを見ても，省の本級支出は，２５．５７％である。また，各名

目で中央に上納する金額は９％で，６５．４３％が下位に位置する市県に支給され

ている。省は中央と市県さらにはその下位の郷鎮の間にあって，上からも下か

らも財政資金を受け取り，上にも下にも資金を提供しているという極めて複雑

な財政関係を形成している。それを全体として特徴付けるとすれば，各級の政

府の財政は多分に上級政府に依存しているということになろう。計画経済時代

の中央がすべてを掌握していた体制の根本的な転換にはまだ遠く及ばない88。

上述の分析ではおもてに表れないが，実は中国の省市区を筆頭にした地方政府

の財務状況は，おびただしい債務を特徴とする。それは県や郷鎮へ降りていけ

ば行くほど，顕在化しており，現下の中国の重大問題の一つがこの地方政府の

債務とその対極にある銀行や信用合作社などの金融機関の不良債権問題であ

る89。

注

74 残る一つは海南省である。海南省は初めて省全体が経済特別区に指定された。
75 実際の投資額と投資項目数を単純かつ機械的に比較してみた結果，落ち込みの著
しい広東の場合，1項目当りの投資額は111.13と前年度の166.55から大きく低下し，
また，江蘇の147からは大きくかけ離れている。このことからは，外資導入に当たっ
て，「長江三角」地帯が大型の個別プロジェクトを抱えているのに対し，広東は1件
当りの資本規模が小さいと予想される。改革開放が成熟段階を迎えたのだとしたら，
このことも広東の地盤沈下を意味している。

76 とはいうものの，かつて大量の余剰食糧を他省に提供していた江蘇省は，いまや
食糧自給能力を失い，「食糧移入省」に転化している。

77 連玉明主編『2004中国数字報告』中国時代経済出版社，2004年1月，北京，47～48
頁。

78 例えば，教育にかかわる制度転換として民営学校の設置が認められたのもその一
つの例であろう（「中華人民共和国民 教育促進法」2002年12月28日，第9期全国人
民代表大会常務委員会第32次会議通過，2003年9月1日施行，中国民主法制出版社，
参照）。

79 『中華人民共和国消防法』法律出版社，2002年8月，北京，7頁。
80 孫紹騁『中国救災制度研究』商務印書館，2004年7月，北京，183～187頁。
81 同，201～202頁。
82 任福燿，王洪端『中国反貧困理論與実践』人民出版社，2003年11月，北京，71頁。
83 前号図1参照。
84 前傾，連玉明主編『2004年数字報告』147～152頁によると，国務院の部と委員会
は2つが廃止され，1つが新たに設置された。名称変更は2つある。国務院構成部門は
29から28に減少した。新たに設立されたのは，「国務院国有資産監督管理委員会」，「中
国銀行業監督管理委員会」で，「発展計画委員会」は「国家発展と改革委員会」に改
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組，「商務部」を設置，「国家薬品監督管理局」の基礎の上に，「国家食品薬品監督管
理局」を設置，「国家計画生育委員会」を「国家人口と計画生育委員会」に改称した。

85 第8期五カ年計画の末期，中国各省市区は，第9期五ヵ年計画と2020年へ向けた長
期経済発展計画を編成した。それによると，湖北省は「内陸地区の工農業大省とし
て第一次産業を強化し，第二次産業を高め，第三次産業の発展を加速する」目標の
もと，自動車，冶金，機電，化学工業，軽紡績，建築建材の6つの支柱産業を中心と
した発展を目指している。省都，武漢を中心として，江漢平原を中心地とし，黄石，
宜昌，襄樊を頂点とする大三角経済区を建設することが目標となっている（汪宇明
「中国省区経済研究」華東師範大学出版社，2000年1月，上海，209頁）。

86 湖北省は省の一級下位の地級行政体として，12の地級市と1自治州をもつ。この13
の地級組織が省に対する財政上納を行っている。1自治州は恩施土家族苗族自治州で
381万の人口を持つ（中華人民共和国民政部『中華人民共和国行政区画簡冊2004』中
国地図出版社，2004年3月，北京，98頁）。

87 1994年の中国の分税制移行は，しばらくの間，その推進方式上，元体制を生かし
た「二つの軌道』をとって，徐々に移行する方法をとった。その際中央財政の地方
財政に対する体制補助が次のように定められた。

1. 分税制体制に順調に移行するために，もとの体制の分配をしばらく変えない。
もとの「財政包干」時の，地方の取り分を確保するため一部への定額補助は継続し
て実行する。定額上納していた地区はもとのとおり，総額分成の地区と分税制試験
区は徐々に逓増していく。1993年の実際上の金額は中央の定める逓増率で上納する。

2. 中央財政の地方財政に対する各類の専項資金の計算方法は次のとおりである。
中央政府の地方政府への専項拔款は数十種，金額は100億元近い。中央予算の支出

になり，地方政府は規定の用途で専項使用する。
体制の外で発生したいくつかの事項に対しては年末決算を行う。地方は1993年に

承担した20％の輸出戻し税と其の他年度決算上納と補助項目を相殺したあとで，上
納したり補助処理をしたりする。以後の年度はこの定額で決算をする。

3. 中央財政は地方に対する税返還を行って，地方政府の既得利益を保証する。こ
の部分は中央の支出，地方の収入になる。
新しい方式は以下のとおりである。
1993年を基期年とし，1993年の地方の実際財政収入と税制改革と中央地方の分割
状況に照らして，1993年に中央が地方から純粋に上納された金額（消費税＋75％の
増値税－地方の中央からの収入）を基準とする。

1993年に中央に入った地方からの純上納収入は全部地方に返還する。これを以後
の返還基数にする。

1994年以後，税収返還額は1993年の基数上，逐年逓増する。逓増率は全国増値税
と消費税の平均増長率の1：0.3係数で確定する。
即ち，1％増長するごとに，返還は0.3％増長するということである。もし，1994年
以後，中央収入が1993年の基数に到達しなければ，相応に税収返還基数を加減する。
その計算式は，

1994年税収返還基数＝1993年確定純上納中央収入×（1＋全国増値税と消費税増長％×0.3）
以後年税収返還基数＝上年度税収返還収入×（1＋全国増値税と消費税増長％×0.3）

である（方荷生，趙文娟主編『地方財税管理』中国財政経済出版社，1998年10月，
北京，205～219頁による）。

88 羅輝「関於湖北省2003年財政予算執行状況和2004年財政予算草案的報告」，財政部
公庁編『2004年政府予算與財政政策』経済科学出版社，2004年7月，182～183頁。

89 劉尚希，于国安『地方政府或有負債：隠匿的財政風険』中国財政経済出版社，2002
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年12月，北京，には，地方政府の明示的な負債と潜在性の負債の実例が記されてい
る。それによれば，陽性の負債には，地方政府事業単位が使用する外国政府の借款，
国債転貸資金，地方政府担保，核実的糧食企業損失，公益性の国有企業の救助，社
会保障資金収支欠口，地方政府が政府に服務するために設立した金融公司の不良資
産。対する陰性のものとしては，地方金融機構の不良債権，下級政府の財政収支欠
損と債務，一般の競争性国有企業損失と債務最後清償，非公共部門債務の清償（同
書，8頁）がある。

４．居住・移転の自由と戸籍制度

１９４９年１０月１日に中華人民共和国が成立する２日前の９月２９日，中国人民政

治協商会議90は，建国の精神と新中国の理念を謳いあげた『中国人民政治協商

会議共同綱領』（以下『共同綱領』と略記）91を採択した。『共同綱領』はその

第１章「総綱」の第５条で「中華人民共和国人民は思想，言論，出版，集会，

結社，通信，人身，居住，移転，信仰及び示威行進の自由を有する」92とし，

およそ近代的憲法にかなう個人の自由権的基本的人権を高らかに保障したので

ある。しかし，その後ここに保障された基本的人権のいくつかは新中国の歴史

的変遷の中で紆余曲折の歩みを辿ることになる。中でも注目されるのは「信仰

の自由」にかかわる諸規定の時代の中の変化であるが93，ここではこれを主要

な対象とはしない。ここで主に対象とするのは，現在進行している「市場経済

化」との関連で重要な意義をもつことになる「居住・移転の自由」にかかわる

歴史的な変化である。

周知のように新中国はかつての「ソヴィエト連邦」とは違って，「労働者と

農民によるプロレタリアート独裁」の国家ではなく，「労働者，農民，知識階

級，民族資本家」からなる「新民主主義国家」の建設を標榜して打ち立てられ

た国である94。欧米のブルジョア民主主義革命が，封建制のくびきから資本の

自由な増殖活動を解き放したとき，そこには「二重の意味での」自由な労働者

の存在が必要であった。資本の自由な増殖のために，相対的に無限の労働力商

品が必要であったのであり，そのためには封建制のもとで土地と領主・地主に

束縛されていた農民の人身の自由が確保される必要があったし，また彼らの都

市への自由な移転が原理的には必要とされたのであった。
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古いブルジョア民主主義が達成した「人身の自由」や「居住・移転の自由」

は，その他の多くの重要かつ貴重な人権と並んでその後の人類の普遍的な価値

に高まったことについては多くを語る必要はない。「新民主主義革命」あるい

は「新民主主義国家」は，その「新しさ」のゆえにこそ，その人権保障の面に

おいて「古い」民主主義から後退することは論理的にも倫理的にもありえては

ならなかったはずである。

事実，中国の臨時憲法とされた95『共同綱領』に謳いあげられた「居住・移

転の自由」は，その後１９５４年９月２０日に全国人民代表大会第一期第一次全体会

議で採択された新中国最初の『中華人民共和国憲法』（以下，『５４年憲法』と略

記）の第３章，第９０条に正当に引き継がれていた。同条にいう。『中華人民共

和国公民は居住と移転の自由を有する」96と。

しかしながら，つい最近，２００４年３月１４日に改正された新しい『中華人民共

和国憲法』（以下『現行憲法』と略記）97には，そのどの条文を探してもこの「居

住・移転の自由」を保障した項目がない。今日，世界の多くの国家の国民が享

有している憲法上の「居住・移転の自由」は，中国国民には少なくとも現行の

憲法の規定としては保障されていないのである98。

１９４９年の『共同綱領』に明文化され，『５４年憲法』にも保障されていた「居

住・移転の自由」が消滅したのには現代中国の持つ極めて複雑かつ厳しい政

治・経済環境が密接に関係していた。中国の憲法は改正手続きからいえば一応

硬性憲法の形をとっていて，『現行憲法』では，憲法改正の権限は最高権力機

関と位置づけられている全国人民代表大会に付与されており，その第６４条は次

のように規定している。

「憲法の改正は全国人民代表大会の常務委員会或いは全国人民代表大会

代表の五分の一以上の提案により，全国人民代表大会の全体代表の三分の

二以上の多数をもって可決する。

法律とその他の議案は全国人民代表大会の全体代表の過半数で可決す

る99」

実は，中国では，上記したような硬性憲法の性格にもかかわらず，１９５４年の

最初の憲法制定以来，およそ５０年の間に，１９７５年，１９７８年，１９８２年，２００４年と
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４度の憲法改正が行われている。それはひとえにこの国が実質的に共産党の一

党支配のもとにあり，最高機関である全国人民代表大会にも共産党の強力な指

導が及んでいることと深く関係しているのだが，だからこそ情勢の変化につれ

て共産党の方針が変わるたびにそれが憲法改正に及ぶことがしばしばであった

のである。

それでは，情勢の変化，あるいは共産党の方針の変化とは何であったのか。

それを大きく反映している事情のひとつがこの「居住・移転の自由」の消滅な

のである。以下，このことに即して現代中国の抱える問題に触れていく。

その前に，まずあえて解明しておかねばならないのは，１９４９年の『共同綱領』

が何故に「居住・移転の自由」を保障していたのか，という問題である。それ

は上に触れたように，世界的には古いブルジョア民主主義革命の達成点の延長

上に成就されていたものの，しかし中国ではそのブルジョア民主主義が未完で

あったために，ブルジョア民主主義の課題が残された課題として，新民主主義

革命によってこそ果たされねばならなかったという事情による。中国の新民主

主義革命が，その人権保障の面でブルジョア民主主義革命の達成点から後退す

るわけにはいかなかったという論理的・理念的意味が第一義的には確認される

べきであろう。だが，その論理と理念を支える以上に，中国革命には，「居住・

移転の自由」を現実の必須の課題としなければならない固有の事情があったの

である。それは，中国革命が最大の課題のひとつとした土地改革，すなわち農

民的土地所有の創出に深くかかわり，そこに規定されていた事情である。

土地改革は，古い中国を支配していた封建的土地所有のくびきから，「耕す

者へ耕地を」という孫文の辛亥革命以来の課題を追求，達成したものであるが，

そこにおいて，農村に戸籍を有したすべての中国人に土地をその人数に応じて

割り当てたものである。中国共産党の独自の作風によって指導された貧農・中

農を核とする「農民協会」の実施した土地改革は，その大衆路線の徹底と地主・

富農に対する徹底的な追及の過酷さによって中国農村にある種の内戦にも似た

状況を生み出した。それにもかかわらず，前述のように，土地を獲得できるも

のは，農村に生活の本拠を置くすべての中国人であり，その土地配分の権利は

すべての農村戸籍を有する者に保障された。だから熾烈な内戦にも似た大衆闘
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争が燃え上がりながらも「打倒の対象」とされ，階級敵との烙印を押された地

主や富農までもが「自己の労働に基づく」という条件付で，最低限の土地の保

有を認められ，その他の資産を全面的に没収されることを免れることができた。

彼らも，貧農や中農と同等の待遇で土地を配分されたのである。留記すべきは，

この土地改革において，土地の割り当てを認められたのが，つまり，土地所有

の権利を認められたのが，単に当時，在村していた地主・富農・中農・貧農・

雇農といった人たちばかりではなく，都市への出稼ぎ労働者（俗に苦力という）

や何らかの理由で農村を離れていた人たちにも均等な土地所有の権利が認めら

れたことである。加えるにおそらく後に，零細な分散的経営の全国的な蔓延と

いう事態に直面したときに，その存在の巨大な圧力を当局が認識せざるを得な

かった復員軍人にも当然ながら土地所有の権利は認められたのである。さらに，

海外へ流出していた華僑も，中には農村に土地登記をしていた者，また中には

居住原籍だけを残したままの者もいたが，彼らにも等しく帰国後の土地配分が

保障されていた。それ故に，多くの農村原籍者にとって，「帰郷」すること，

あるいは「不本意」にも「離郷」せざるを得なかった「外地（国内を含む）」

からの「帰郷」は，いつでも自由に行える行為になったのであり，その限りで

『共同綱領』の保障する「居住・移転の自由」は現実の中国社会における多く

の中国人の行動となんら矛盾することのない，むしろ中国人にとっては限りな

くその存在を実感できる新たな「人権保障」となったはずである。

惜しむらくは多くの中国人が，特に政府や共産党の指導部が，「帰郷」こそ，

中国を苦しめていた「苦難」の「ほとんど」を解決できる「最終的な」方途で

あると確信していたことであり，多くの中国人を苦しめていた元凶，「離郷」

せざるを得なかった根本の原因であった戦争の終結こそが，「帰郷」を可能に

する「根本」の方途と認識されていたことである。「土地の上にしばりつけら

れた中国100」の中国人にとって平和を回復した郷土への「帰郷」は貧困に対抗

する「唯一」に近い選択肢であった。そして，もうひとつ，それとは逆の「農

村から都市への移動」という「居住・移転の自由」が，新しい社会にとって切

実に現実性を帯びるようになるということに中国の新しい指導部がこの時点で

は無関心であったか，無頓着であったことにある。「居住・移転の自由」の保
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障は，大部分の農民を生まれ故郷に帰還させ，そこで農業生産の新たな主人公101

として独り立ちさせる事業を支えるものとして，きわめて楽観的に処理されて

いたのであった。

土地が社会や国家におけるひとつの重要な経済的価値観を支配してきたこと

は，古来，「地大物博（国土が広く物が溢れている）」であることを誇ってきた

中国102においても，他の国や他の民族の場合と事情は同じである。中国に極め

て特徴的なことは，その価値観の全面的な展開を保障する歴史的機会が少なく

とも２０世紀の半ばまでには到来していなかったことにある。そのことが，逆に，

土地にかかわるこのような重要な経済的価値観を今日でもほぼ不変のまま受け

継いでいる根拠になっているのだが，古来言い継がれてきた土地への価値観が

そのまま受けつがれている場合があるとすれば，中国はおそらくそのひとつの

典型を提供する国であろう。土地は「大地」であり，「不動」である。それは

人間や動物に食料を提供し，さらには綿花を生産し，その他のさまざまな物的

恵みを与える。それ故に，大地である土地は，経済的に優れた価値を持つこと

になるし，マルクス経済学用語で言うところの本源的な生産手段なのである。

土地は富を生み出す究極の源泉であった。これまでの中国では，広大な農村地

帯にこの本源的な生産手段の合理的で均等な所有関係が成立しなかったところ

にこそ，その貧困の根拠があったのだとするのが辛亥革命後の孫文や果ては中

国共産党の毛沢東らの革命観であった。生産手段である土地を勤労者である農

民の手に渡すこと，すなわち富を生み出す土地という財産を耕作者の手に平等

に渡すことこそ，貧困の中国からの脱却を可能にする唯一の方途と考えられて

いた103。財産権としての土地＝それは農民にとってのすべてであり，それを守

ることが為政者の重要な任務であると当局者が一面的に考えたところの延長上

に中国の農業集団化が位置することに留意しなければならない。土地改革が数

千年来の中国農民の夢をかなえたとしたら，それはまさしく農民に財産である

土地の自由な売却と処分を保障するものでもあったはずである。本来であれば

財産である土地を処分した農民が自由に都市に移転でき，そこで非農産業に職

を求めることを保障するものでもあったはずである。その際には，農村に土地

を確保し，それを担保に，不動産を動産化することも許されたはずであった。
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しかし，中国共産党は，といっても実体は毛沢東その人一人なのだが，大切

な農民の資産である土地を丸ごと「保護」するという行動をとったのである。

共同化である。土地の所有権は抽象的な集団所有という制度に変わり，土地の

個人としての一切の売買・貸借・担保化は禁じられた。党の側からは，農民の

利益を守ったという実績が残り，土地の共同化による生産力の無限の発展の可

能性が与えられたと信じられた。土地の所有制がなくなったから，農産物価格

からは土地にかかわる地代が消滅し，「生きた労働」の代価を支払えば，それ

で事足れりという局面が現れ，それは驚くほど安価な農産物価格を実現し，い

わゆる鋏状価格差の作用も通じて，国家の工業化のための資金蓄積に莫大な貢

献をなすことになった。農民の側からは，最低限の物質的（食糧）な生活の保

障が与えられ，その代償として都市への移動の自由は「永遠」に近い形で奪わ

れた。これが今日，中国農村を悩ませている問題の究極の原点である。

共同化による個人所有権の喪失・すべての財産の根拠である土地の売り買い

の自由の喪失，これらが事実上，居住・移転の自由を形骸化する根拠となって

いった。確かに，だからこそ土地改革後の農村の一部に階層分化が生じ，富め

る農民と土地を喪失した農民が分化し始めたころ，毛沢東が一種の危機感を

持って，農業集団化を急いだ歴史過程が「農村内部階級闘争」の過程そのもの

で説明されたのも一定の根拠があったといえる。まことに，集団化は社会主義

的である。だが，土地所有権の移動が封じこめられたとき，農民はほとんど全

額に近い財産を喪失したことになる。農業集団化はそれ故，社会主義の名の下

に農民から私的財産を没収しただけではなく，客観的には彼らの職業選択や居

住・移転の自由をも奪ったのである。だから，今日，中国の一部の学者が，国

家の工業化のためにやむをえない処置であったと当時を評価するのは事実の後

追いでしかない。

「居住・移転の自由」が中国の憲法から最終的に消えるのは２度目の憲法改

正がなされた１９７５年１月１７日のことである。それまでは，形骸化した形にせよ

憲法上の「居住・移転の自由」は生きながらえていた。しかし，現実には「大

躍進」や「文化大革命」の激動の中で，農民の「職業選択の自由」や「居住・

移転の自由」はなし崩し的に失われていっている。これを理解するには，現代
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中国の都市と農村を厳しく分断する「戸籍」制度を振り返らねばならない。

これより早く，１９５３年から始まった「第一次五カ年計画」は旧ソ連邦をモデ

ルとして重工業優先方式を採用した。財力・資源の多くを重化学工業に優先的

に振り向けたのである。ソ連邦からの援助は，都市の１５６項目に及ぶ重化学工

業項目に優先的にあてがわれ，これに「経済の管制高地」を占領して，国土の

資源，資金の大半を掌握した中央政府の財政支出が加わって，大規模な工業化

政策が進められた。都市は一種の建築ブームに沸いた。建築労働者の不足が社

会的問題となった。農民が都市に出て，収入を得るチャンスを社会主義建設と

ソ連邦の援助が作り出していた。しかし，住宅・交通・飲料水など，都市生活

に必要な社会資本整備は農民の都市への出稼ぎを現実的に不可能としていたほ

ど遅れていた。

他方，中国には都市と農村を厳しく分ける「戸籍」が存在していた。１９４９年

新中国成立後，最も差し迫った課題は新生の政権を如何に守るかであった。当

時の国内外の環境は決して楽観できるものではなく，国民党の特務が大量に潜

伏していたし，まだ掃蕩されていない土匪武装勢力があった。搾取階級も破壊

活動を狙っていた。国外では朝鮮戦争が勃発し，アメリカは戦火を鴨緑江西岸

に拡大しようとしていた。台湾では蒋介石が大陸反攻を企てていた。

こうした背景のもと，１９５０年，公安部は「特殊人口管理の暫行辨法（草案）」

を制定した。これによって新政権への抵抗分子，転覆を企図する勢力への追い

討ちを計った。次いで，１９５１年７月，公安部は『都市戸口管理暫行条例』を公

布，これは新中国の事実上の治安戸籍法となった。「社会治安と人民の安全を

保障する」という趣旨のもと，戸口管理は一律に人民公安機関によって執行さ

れ，公安人員が任務を執行する際には各戸は拒絶できず，三日を超える宿泊者

は須らく公安派出所に届けること，各戸は戸口簿を常備し，真実を記載し検査

に備えること，医院は戸口簿以外に入院患者の登記簿を用意し，入退院時に報

告すること，旅館・ホテル等は，旅客登記簿を設置，毎晩就寝前に公安機関の

審査を受けるなどの規定をもりこんだ。常住人口と非常住人口を掌握し，旅行

者などの移動人口，はては流動人口のすべての掌握と管理とを意図したのであ

る。
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１９５３年新中国は第１回目の人口調査を行った。

１９５５年６月９日，国務院は『経常戸口登記制度を建立することの指示』を採

択，全国的範囲で戸口統計制度を確立，年々変化する数字は上部機関に報告し，

最終的には内務省が管轄することにした。だが，１９５６年２月，また指示を出し，

全国の戸口登記管理工作および人口資料の統計集約業務を全て公安部に委ねた。

１９５６年３月，公安部は第一次全国戸口工作会議を開いた。このころ１９４９年か

ら１９５７年まで中国国民はまだ「居住・移転の自由」を享有できていた。ちなみ

に１９５４年の全国の人口の自由な転出転入は２２００万人，１９５５年は２５００万人，１９５６

年は３０００万人であったという。こうした転出入人口は東部沿海農民が自由に辺

境地区で開墾した者，都市に入って就業した者，国家の沿海工業企業の内部移

転に伴って移動した者からなっていた。

１９５３年４月１７日，政務院は「農民の都市への無自覚的流入を阻止することに

関する指示」を発し，労働部門の許可あるいは紹介の無い者は勝手に農村で労

働者を募集してはならないと規定した。翌１９５４年３月，内務部と労働部は「〈農

民の無自覚的都市流入を阻止する〉ことを継続的に貫徹することに関する指

示」を発出した。だが，１９５６年以前当局者が行ったのは説得だけであった104，

といわれる。

１９５６年の春からは，高級生産協同組合が全国的に成立し，単位面積あたり産

量の大幅な向上を目指す『全国農業発展綱要（草案）』が発表され，各地で，

作物の転換が強力に進められた。小麦作地域に稲作が導入され，コメの一期作

地域に二期作が，また，優良・改良種の名のもと，新品種が導入された。しか

し，この改革はおおむね失敗した。コメの単期作地域で，人口１億を擁した四

川省での二期作導入の大失敗は，この改革に伴う一連の失敗を代表するもので

ある105。

こうして，１９５６年秋以降，状況は根本的に変わった。過激な農業集団化運動

と自然災害とが重なって少なからぬ省で食糧問題が発生したのである。安徽，

河南，河北，江蘇などの農民，復員軍人と郷や社の幹部が外流し，都市で生活

をはかるようになった。国務院は『農村人口の無自覚的外流を防止する指示』

を発出，農民への思想教育のほかに，工場，鉱山，鉄道，交通，建築部門は農
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村剰余労働力を勝手に採用してはならないことを明確に規定した。だが，この

指示は予期した効果を生み出せず，翌年の春にはさらに厳しさが増した。都市

の住宅や生活用水は不足し，社会治安は悪化した。

１９５７年３月２日，国務院は再度『農村人口の無自覚的外流を防止する補充指

示』を発出，９月１４日には再再度『農村人口の無自覚的都市進入を防止する通

知』を発出した。

１９５７年１２月１８日，中国共産党中央と国務院は連合して「農村人口の無自覚的

外流を制止する指示」を発出，それまでの「防止」が「制止」に変わり，つい

に実力行使に及ぶに至る。その危機感は最高点に達した。

都市には，民生部門を先頭にして，公安，鉄道，交通，商業，食糧，監察等

の部門が参加する専門機構が組織され，農民の外流制止に対する全面的な責任

を負う措置が採られた。農村の幹部に対しては，弁論を通じて農民の思想意識

を高めることが指示された。

国務院の各部に指示されたのは以下の内容である。

１．鉄道，交通部門は主要鉄道路線と交通の主要地点で切符の検査を厳格に

行う。

２．民生部門は都市と工鉱区に流入した農村人口を原籍に戻し，彼らの願い

を聞き入れない。

３．公安機関は戸口管理を厳格化し，流入した農民に都市戸口を取得させな

い。

４．食糧部門は都市戸口のない人員に食糧を供給してはならない。

５．都市の一切の人を用いる単位は，労働者や臨時工を勝手に雇ってはなら

ない。

こうした経緯の後，１９５８年１月９日，全国人民代表大会常務委員会第９１次会

議で『中華人民共和国戸口登記条例』ができ，これを契機に法規的に各人の「居

住・移転の自由」は消滅した。食糧の「統一購入・統一販売制度」は要するに

配給制である。「都市」戸籍を有しない者は，食糧の配給を与えられなかった106。

都市での就職も，国家「公務員」への登用も「都市」戸籍を有している者に限

られた。こうして，中国の「都市」と「農村」の二元機構は完成したのである。
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農民は「進学」や「稀な就職」以外の都市定住を禁止された。そのかわり，都

市民には，「単位」社会が成立した107。食糧・その他の物質の配給，住宅・医

療のサービスなど手厚い保護が与えられた。新中国の社会福祉制度は政務院に

よって１９５１年２月２６日に発布され，１９５３年１月２日に修正発布された『中華人

民共和国労働保険条例』に始まる。都市国営企業の職工は公費医療待遇，公費

休養および療養待遇，退職後の養老金待遇，女子職工の産休，一人息子の保険

待遇，職工の障害救済待遇，さらに死亡時の葬儀費用待遇，撫恤待遇などが制

度化された。都市集団企業の大部分にも国営企業と同様の労働保険制度が作ら

れた108。このほかに１９５０年代には都市では，各種の価格補償制度ができていた109。

都市民への手厚い各種行政サービスが提供される一方で，農村には「自助」が

求められた。今日，歴史的に振り返るとするならば，「人民公社」はその「農

民自助」の「傑作」であったといえる。だが，今日，改革開放に伴って，「戸

籍」制度を核とした「二元機構」はゆっくりとではあるが，「融解」へと向かっ

ている110。

注

90 中国人民政治協商会議とは，新中国の建国を担う政党，社会団体，婦人団体，青
年団体など，共産党の周辺に結集した勢力によって結成された。政党だけでも9つあ
る。中国共産党を核とした広範な統一戦線である。

91 『中国人民政治協商会議共同綱領』，『中華人民共和国憲法歴次修正対照表』中国法
制大学出版社，北京，2004年3月，165～178頁。

92 同上，166頁。
93 「信仰の自由」に関わる中国憲法上の変化を略記すると次のようになる。

1. 1949年『中国人民政治協商会議共同綱領』第1章，第5条「中華人民共和国人民
は思想，言論，出版，集会，結社，通信，人身，居住，移転，宗教信仰および示威
行進の自由権を有する」（前掲『中華人民共和国憲法歴次修正対照表』166頁）。

2. 1954年『中華人民共和国憲法』第3章，第88条「中華人民共和国公民は宗教信仰
の自由を有する」（同上書162頁）。

3. 1975年『中華人民共和国憲法』第3章，第28条「公民は言論，通信，出版，集会，
結社，行進，示威，ストライキの自由を有し，宗教信仰の自由と宗教を信仰せず，
無神論を宣伝する自由を有する（略）」（同上書141頁）。

4. 1978年『中華人民共和国憲法』第3章，第46条「公民は宗教信仰の自由と宗教を
信仰せず，無神論を宣伝する自由を有する」（同上書129頁）。

5. 1982年『中華人民共和国憲法』第2章，第36条「中華人民共和国公民は宗教を信
仰する自由を有する。いかなる国家機関，社会団体と個人も公民に宗教信仰や不信
仰を強制してはならず，宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別して
はならない.国家は正常な宗教活動を保護する。いかなる者も宗教を利用して社会秩
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序を破壊し，公民の身体健康を損ね，国家教育制度の活動を妨害してはならない。
宗教団体と宗教事務は外国勢力の支配を受けない」（同上書88～89頁）。

6. 2004年『中華人民共和国憲法』第2章，第36条，上記『82年憲法』と同規定（同
上書36頁）。
建国初期は，宗教活動の自由については規定がなかったものの，『信仰の自由』は

保障されていた。それはやがて，「信仰の自由」を保障する一方で，「無神論」を信
じ，無神論を広める自由を保障するというものに変わった。やがて，いかなる者に
も「不信仰の強制」を禁じるものへと変わっていった。そして今日につながる「一
定」の枠（外国勢力の介入・国内制度への批判・破壊の禁止）のもとでの宗教活動
の自由の保障へと変遷してきている。これが，先の先峰村のキリスト教徒の活動復
活の時代背景である。キリスト教や仏教に限らず，民間信仰にいたるまで，現政権
はそれが「反社会的」であると認識しない限り，その活動を許容している。民間信
仰の復活と復活した宗族を巡る当局の姿勢については，福建省の一農村における，
党や郷政府の公的権威が民間権威である一家族の祠堂再建儀式に参加していく過程
を克明に描いた，王銘銘『溪村家族―社区史，儀式與地方政治』貴州人民出版社，2004
年7月，貴陽，が詳しい。

94 旧ソ連邦の国旗が支配階級である労働者のシンボル「ハンマー」(hammer)と農民
のシンボル「鎌」（sickle）の結合したものであったのに対し，中国の国旗（五星紅旗）
には，中国共産党を象徴する大きな星の周りに，労働者，農民，民族資本家，知識
人をシンボライズした四つの星が配置されている。

95 銭問，華建林主編（顧問，顧明，孫 種）『中華人民共和国法制大事記（1949～1990）』
吉林人民出版社，長春，1992年2月，137頁。

96 前掲『中華人民共和国憲法歴次修正対照表』，162頁。
97 『中華人民共和国憲法』中国民主法制社，北京，2004年3月，58～97頁。
98 この「居住・移転の自由」が削除されている事実を指摘し，その意味するところ
を検討するためには，もう一方で『現行憲法』の次の条文を紹介しておくことが絶
対的に必要であると考えられる。すなわち，第2章，「公民の基本権利と義務」，第42
条には『中華人民共和国公民は労働の権利と義務を有する。国家は各種の筋道を通
して，労働就業の条件を創造し，労働保護を強化し労働条件を改善し，生産の発展
の上に労働報酬と福利待遇を高める。
労働は労働能力を持つすべての公民の光栄ある職責である。国営企業と城郷集団
経済組織の労働者はいずれも国家の主人公の態度で自己の労働に対峙しなければな
らない。国家は社会主義労働競争を提唱し，労働模範と先進工作者を奨励する。国
家は公民が義務労働に従事することを提唱する。国家は就業前の公民に対して必要
な労働就業訓練をおこなう。」

1949年の『共同綱領』には，こうした国家の国民に対する「義務」は一切記載さ
れていなかった（同上，16頁）。また，注101に記すように農民が主人公とされたこ
とはこれまでない。

99 前掲『中華人民共和国憲法歴次修正対照表』，96頁。
100 賀雪峰『新郷土中国』広西師範大学出版社，2003年3月，5頁，蘇力の「序言」によ
る。

101 ちなみに，中国憲法の規定の上で農民が国家や社会主義建設の「主人公」とされた
ことは今までない。『82年憲法』が第42条において「国営企業と城鎮集団経済組織の
労働者は国家の主人公としての態度で自己の労働に対峙しなければならない」とし，
始めて「主人公」規定を置いた。「現行憲法」はやはり第42条でこの規定を継承して
いる。但し，文言上「国営企業」が「国有企業」と変わっている（前掲『中華人民
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共和国憲法歴次修正対照表』37頁及び90頁）。
102 今日の中国の公式文献や学術著書における中国の性格づけとしての決まり文句は
「人多地少（人が多く土地が狭い）」である。

103 もう一つ，「土地」を伴った「故郷」は，中国では人間の生活の根本を保障する「場」
と捉えられていた。国共内戦に際して，国民党，共産党の双方の軍隊の兵士が，広
大な農村から徴兵されていたのは共通していたが，捕虜となった国民党の兵士に対
する毛沢東の側の処置は，中国共産党が土地や故郷をどのように把握していたかを
ある程度推測させるものになっている。「捕虜となった国民党の兵士に対しては，決
して辱めてはならず，政治教育を行ったのちに，希望する者には若干の金銭を持た
せて故郷に帰らせる」という共産党の捕虜政策は，農村に人間の生存に必要な基本
的要素のすべてが備わっているという「確信」を支柱にしていることを物語ってい
る。この博愛・人道的な捕虜政策は，共産党の道徳的優位を語るものとしてしばし
ばたたえられてきたが，釈放される国民党兵士のすべての「希望」をかなえていた
わけではない。釈放される国民党兵士が，都市へ出て「自由に就職」する希望をも
つなど，共産党の側からは，考えられようとしたこともなかったのである。同じ思
想的基盤が，1950年代半ばの農業集団化の推進過程に存在していた。土地・郷村に
表される農村は，人間のあらゆる生存を保障する空間的広がりなのであるとの共産
党の確信は，あまりにも農村に基盤を置くことになったこの党の強さと，そして周
辺を変えつつあった資本や都市の進歩に与える力を評価する上での弱さを兼ね備え
ていた。それ以来，数十年にわたって，共産党は「現代」（modernism）の及ぼす「力」
に対応することに苦しむことになる。

104 兪 鵬著，『城郷社会：從隔離走向開放―中国戸籍制度與戸籍法研究』山東人民出
版社，2002年1月，済南，16～17頁。

105 拙稿「社会主義建設過程における中国農村経済の変遷（一）」『北海道大学経済学研
究』，第27巻第3号。

106 以上は兪 鵬，前掲書による。
107 例えば，趙立波『単位事業改革－公共事業発展新機制探析』山東人民出版社，2003
年9月，済南，周翼虎，楊暁民『中国単位制度』中国経済出版社，1999年3月，北京
など参照。

108 改革・開放に伴って，この都市民の優遇措置は徐々に縮小されつつある。
109 食糧及び，食用油，肉類への価格補償が代表的である。これらの補償措置は配給制
が廃止され，市場経済化が進展した今日でも都市部において残存しており，各級政
府の単独の財政支出項目を形成している。

110 この「二元機構」の変化の過程を最近に至るまで追跡すれば次のようなプロセスを
経ている

1951年『城市戸口管理条例』公布
1953年11月23日，政務院，『糧食の計画収購と計画供給を実行することについての
命令』及び『糧食市場管理暫行方法』を発布。

1954年10月23日，国務院，『復員建設軍人安置暫行辨法』公布。
1955年4月12日，中国共産党中央，『第二次全国省，市計画会議総結についての報
告』を発表。

1956年8月28日，中国共産党中央から労働部へ『城市失業問題を解決することにつ
いての意見』を送付。

1957年12月13日，国務院全体会議，『各単位が農村の中から臨時工を採用すること
についての暫行規定』を決議。
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1959年2月4日，中国共産党中央，『農村労働力流動を制止することについての指示』
を発出。

1959年3月1日，中国共産党と国務院，『農村労働力の無自覚的外流を制止すること
についての緊急通知』を連合して発出。

1962年4月17日，公安部，『戸口遷移問題を処理することについての通知』を発出。
1964年8月14日，国務院は労働部の報告に『戸口遷移政策についての規定』として

回答を与えた（下部に対する回答形式で国務院の正式の態度表明になる）。
1979年6月26日，国務院は公安部と糧食部に対して『農業人口が非農業人口に転化
することを厳格に抑えることについての意見に対する報告』回答を与える。

1980年9月，公安部，糧食部，国家人事局は『一部の専業技術幹部の農村家族が城
鎮に移住する際の国家による糧食供給問題を解決することについての規定』を連合
して頒布。

1981年12月30日，国務院，『農村労働力が工業労働に携わり，農業人口が非農業人
口に転化することを厳格に抑えることについての通知』を発出。

1984年中央1号文件，農民が集鎮に入居することを認める。但し食糧を自己調達し，
商品糧は食べられないとの条件をつける。

1984年，国務院は『農民が集鎮に家を構える問題についての通知』を発出。部分
的に農民の集鎮居住を認可する。

1985年9月6日，全国人民代表大会常務委員会第二次会議通過の『中華人民共和国
居民身分証条例』は居民身分証制度を建立，携帯に便利で，一家の身分およびその
関係を証明する戸口簿とは違い個人情報を中心とした証明書に切り替えた。
市場経済条件下での個人の工作，生活，社会交際に便利であるとされた。この方
面での大きな画期をなす制度転換である。ただし，90年代中期以前，二元戸籍制度
の内容には実質的な変化はなかった。一部の地方で独自に「農業人口の非農業人口
への転化」政策を実行しはじめた。

1989年10月31日，国務院は，『農業人口の非農業人口への転化の急増長を厳格に抑
えることについての通知』（国発［1989］76号）を発出，急激な城鎮人口への転化を
抑制する。

1990年7月15日，国務院 公庁は国家計画委員会等の部門に対して，『農業人口の
非農業人口への転化政策の管理工作を分ける意見報告についての通知』（国 発
［1990］45号）を回答発出する（以上は，兪 鵬，前掲書，15～37頁による）。なお，
1990年代以降，都市民としての恩恵を受ける「市民戸籍」の有料化が登場するよう
になったが，その価格は驚異的なもので，現実には稀なケースにとどまっている。
農民工として，家族ぐるみで都市へ流入した場合，最大の難関は子女の教育問題で
ある。農村戸籍の児童・生徒は都市の学校へは原則的に入・転・進学できない。で
きたとしても，法外な料金の支払いを要請される。江蘇省南京では，2004年になっ
て，幾分，この制限を緩和する政策が出されつつある（『揚子晩報』等による）。

５．貧困の農村

今日，沿海部の発展の著しさとは対照的な中国の貧困の状況は，主に中西部

の農村地帯から多数報告されている。中国最初の国家貧困対策の対象となった
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甘粛省中部の定西地区は，歴史的，自然的原因によって貧困を余儀なくされた

例として有名である。定西地区は，大部分が隴西高原地帯に属し，黄土高原丘

陵溝壑産地と秦嶺山地とにまたがっており，高度差は１５２０メートルにも及び，

水土流失をはじめとする自然災害の厳しさがこの地区の土壌肥力を弱めてきた。

全地区は，甘粛省全面積の４．５％に及ぶ２０３３０平方 kmの土地面積からなり，２６５

万人の農村人口を含む２９２万人が住む。この地区は定西県，隴西県，臨 県，

通渭県，渭源県，岷県， 県の７県からなり，そのもとに１６８の郷鎮，２０４１の

行政村を持つ。土地の高低差によるものらしく，７８７万畝の総耕地のうち８９％

が旱地である。人々は生存のために資源略奪・自然破壊の生産方法をとらざる

を得ず，自然力を弱め，生態環境を破壊し，「開墾すればますます貧しくなり，

貧しいからまた開墾する」という「悪性循環」に陥ったという。１９８２年の大干

ばつのときは，１２０万人分の飲用水を陸送せざるをえなかった111。１９８２年の住

民一人当たり純収入は１０５元と見積もられている112。

定西に代表される貧困地区はその貧困の要因をおよそすべて備えていると

いっても過言ではない。第１に，資本装備が劣っていること。また，棚田，果

樹園，水池の三つがない「三無」の村が一般的で，これに魚類や蚕等の「無養

殖」を加えた「四無」の貧困戸が大部分である。第２に，生産要素の結合が低

質であること，周囲を険峻な山岳に囲まれ，外地との接触・交通手段の劣悪な

条件下で，道路，電気，通信のインフラが未整備なため，封閉された自然環境

の中で，文化水準の低い労働力による低位の農業生産中，資金，技術，資源の

合理的配置と結合が阻害されていること。種稙業が中心であり，換金作物の比

率が著しく低いこと，工業などの非農業産業が発達せず，伝来の農業生産環境

に縛り付けられていること113。従来の伝統的な労働生産環境が再生産されてい

ること，頻繁に起きる自然災害は，貧困のもうひとつの源である。１０年のうち，

９年が旱害に襲われる。悠久の中国の過ぎ去った歴史の中で，こうした自然条

件の過酷なゆえの貧困は今日に至るも解消されてはいない。定西を含めて，農

村公共産品の供給体制114についてみてみれば，全国の農村地方の実態は次のと

おりの情況にある。

全国の郷鎮で供水ステーションがあるのは３分の１のみである。３分の２は

－１０４－ 中国村庄の政治と経済（２）

井戸に頼るか，自給である。８３％の村には上水道が通っていない。

１３％の村は外部とつながる公路が未通である。５３％の村は，電話が不通であ

る。全中国の９５％の村は電気が通っているけれども，電気代は都市の２倍以上

である。また，２０７の県には公共図書館がなく，６７．９％の村には，文化ステー

ションの類がない115。エイズ感染率が高い。２００３年，全中国で４５，０２５例の感染

例が報告された。全国８４万人の感染者のうち，農民感染者は６７．２万人に上る。

他方，外部の都市と比較して，農村の医療保険は遅れている。現在農村では６０００

万人以上が農村合作医療に参加しているが，全農村人口数に比したとき，その

数ははるかに低いといわざるを得ない116。

こういう状態が現在でも続いている。中国政府は１９８６年から，全国的な貧困

対策に乗り出した。現在，中央当局が関心を注いでいるのは，定西を含む中西

部と豊かな東部の経済格差であり，最も豊かな沿海部の上海と，最貧の貴州省

との間の一人当り GDPの差は，１２倍となっている。改革開放以来，一時的に

両者の差は縮小したこともあったが，このところ拡大傾向が続いている。二つ

目は，各地域における「都市」と「農村」の格差である。全国平均で言えば，

都市の平均一人当り可処分所得が，８４７２．２元，農村の一人当り収入が２６２２．２元

で，両者の差は３．２３倍，これに上の地域格差を加味して，最も豊かな上海の都

市民一人当り所得の１４８６７．５元と，最貧の貴州省の農民一人当り収入の１５６４．７

元を比較するならば，その差は，９．５倍である。重層的に計った場合，一国内

に存在しうる経済格差としては相当に大きなものとなる。

この２種類の経済格差の「貧困」を体現しているのが，「県域」である。１９８６

年以来，成長著しい中国にあって，「貧困」に対処する国の対策は，主にこの

「県域」に対する所策に集中してきていた。現在の中国で，貧困対策とは「県

対策」に他ならない。県域は中国の抱える地域格差を象徴する舞台である。と

りわけ経済的な貧困を象徴する舞台である。中国政府が発表したところによれ

ば，１９８５年末，全国貧困人口は１．２億人，赤貧人口は４０００万人に上った。これ

ら貧困人口は全国２２省と５つの自治区の６６４の貧困県に分布していた（この６６４

県を「国家級貧困県」とよぶ）。それらは表２１の分布をなしている。

この表では全国合計は６７４，総県数に占める割合は２８％になる。このうちの
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４３０の貧困県は１８のまとまった地帯（成片成帯）の地区にある117。それを表２２

に示す。

１９８２年， 小平は中国の目指す社会建設にかかわらせて，「小康社会」の概

念を始めて明らかにした。それ以来，中国は，２０世紀末までに一人当たり GDP

で１０００米ドルを達成することを目標にしてきたのである118。

その目標との関係で，県は，「小康社会」建設，すなわち貧困克服の舞台と

なってきた。１９７８年以来の改革・開放をリードしてきた 小平の考えを方法的

に筆者なりにまとめるとすれば，それは次の３つになるだろう。すなわち，１．

先富論，２．試点制度，３．地域論である。そしてそれらを具体的に可能とする

表２１ 貧困県の分布

省・自治区 県数（数）
総県数に
占める％

河北 ４９ ３６
山西 ３６ ３６
内蒙古 ３７ ４４
遼寧 １１ ２４
浙江 ３ ４
安徽 １７ ２３
福建 １６ ２５
江西 ５４ ６４
山東 １４ １３
河南 ２４ ２１
湖北 ３７ ５２
湖南 ３８ ２９
広東 ３０ ３０
広西 ４８ ５９
四川 ４６ ４６
貴州 ３１ ３３
雲南 ４１ ３３
陝西 ４６ ４９
甘粛 ４３ ５７
青海 １９ ５０
寧夏 ８ ４７
新疆 ２７ ３２
全国合計 ６６４ ３０

※この表では全国合計は６７４，総県数に閉め
る割合は２８％になる。

出所： 忠武『中国向農村的貧窮開戦』，中
国社会科学出版社，１９９７年８月，北京，
１１頁。

－１０６－ 中国村庄の政治と経済（２）

のが，一部地域に一定の資金を集中投資し，誘い水政策を実行，その波及効果，

累積効果で全体を引き上げるという考えである。

沿海地帯に伍して，経済の発展を内陸部へ波及させる必要が認識され始めた

のは，１９８０年代半ばである。１９８６年，中国国務院は，前述のように全国の絶対

貧困県を６６４指定した119。県級市等を除くと全国の県，自治県の４５％ほどに当

る120。そして，県級以下の広大な地域の開発戦略が立てられたのである。

１９８６年から開始された第７期５カ年計画は「貧困県」の解消と克服をその戦

略的任務とした。１９８４年，中国共産党中央は『貧困地区の遅れた面貌をすみや

かに改変することを支援する通知』を発表し，七五計画（１９８６～１９９０）の重要

な戦略任務を「老，少，辺，窮」（古い，少数，辺鄙，貧窮）地区の貧困との

開戦と定め，１９８６年の６月には，国務院貧困地区経済開発領導小組（１９９３年国

務院扶貧開発領導小組と改名）を設立した。そして国務院に，扶貧 公室を設

立し，専門的にこの課題に立ち向かうことになったのである。扶貧の１専門職

能機構の成立である。この中核組織のもと，省や市を経て県にいたる垂直の組

表２２ １８の貧困地帯

地帯 貧困地区数 貧困地区名称 分布する省・自治区 貧困県数

東 部 ２ 沂蒙山区 魯 ９
西南， 東北区 ，浙，王 ２３

中 部 ７ 努魯兒虎山区 遼，蒙，冀 １８
太行山区 晋，冀 ２３
呂梁山区 晋 ２１
秦嶺大巴山区 川，湘，鄂， ６８
武陵山区 川，湘，鄂，黔 ４０
大別山区 鄂，豫，皖 ２７
井岡山と 南地区 湘 ３４

西 部 ９ 定西干旱地区 甘 ２７
西海固地区 寧 ８
陝北地区 陝，甘 ２７
西蔵地区 － －
東南地区 １９

横断山区 １３
九万大山地区 桂，黔 １７
烏蒙山区 河，桂，黔 ３２
桂西北地区 桂 ２９

出所： 忠武，前掲書１２頁。
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織が作られた。国務院扶貧開発領導小組→国務院扶貧 →省（区，市）扶貧開

発領導小組→省（区・市）扶貧 →地（市）扶貧開発領導小組→地（市）扶貧

→県扶貧開発領導小組→県扶貧 である。表２３に中央政府レベルで予算化さ

れた扶貧対策資金を掲げる。

政府の貧困対策は世界銀行の援助を含む多様なルートで実施された，例えば，

黄承偉によれば，１９９５年上半期から２００２年６月３０日までの期間，２０年の貸付期

間，６年の返済猶予期間という条件で世界銀行の総額２９億米ドルの扶貧資金の

うち１億１３５０万ドルが広西省に投入されている。馬山，天等，東蘭，巴馬，鳳

山，都安，大化，平果， 保，靖西，那，凌雲の１２の国定貧困県の９１の特別困

難郷５１５村の１８万戸の貧困農家，９０万人の貧困人口に対する扶貧政策である。

その内容は，ハード面の貸付が４７５０万米ドル，ソフト面が６６００万米ドルという

もので，種稙業と郷鎮企業を中心とした２・３次産業への投入，興修農田水利，

公路，人畜飲水などの基礎施設，労務輸出の組織，農村基層教育・衛生条件の

改善等に使われた121。

表２３ 中央政府の扶貧資金

年
信貸資金
億元

比重
％

以工代賑※

億元
比重
％

財発資金※※

億元
比重
％

合計
億元

１９８６ ２３ ５４．７６ ９ ２１．４３ １０ ２３．８１ ４２
１９８７ ２３ ５４．７６ ９ ２１．４３ １０ ２３．８１ ４２
１９８８ ２９ ７４．３６ ０ ０ １０ ２５．６４ ３９
１９８９ ３０ ７３．１７ １ ２．４４ １０ ２４．３９ ４１
１９９０ ３０ ６５．２２ ６ １３．０４ １０ ２１．７４ ４６
１９９１ ３５ ５５．５６ １８ ２８．５７ １０ １５．８７ ６３
１９９２ ４１ ６１．１９ １６ ２３．８８ １０ １４．９３ ６７
１９９３ ３５ ４６．０５ ３０ ３９．４７ １１ １４．４７ ７６
１９９４ ４５ ４６．３９ ４０ ４１．２４ １２ １２．３７ ９７
１９９５ ４５ ４５．９２ ４０ ４０．８２ １３ １３．２７ ９８
１９９６ ５５ ５０．９３ ４０ ３７．０４ １３ １２．０４ １０８
１９９７ ８５ ５５．５６ ４０ ２６．１４ ２８ １８．３ １５３
１９９８ １００ ５４．６４ ５０ ２７．３２ ３３ １８．０３ １８３
１９９９ １５０ ５８．１４ ６５ ２５．１９ ４３ １６．６７ ２５８
２０００ １４９ ５６．２３ ６９ ２６．０４ ４７ １７．７４ ２６５
合計 ８７５ ５５．４５ ４３３ ２７．４４ ２７０ １７．１１ １５７８

出所：劉冬梅，前掲書５５頁。
※「以工代賑」とは「雇用創造のための資金」に近い概念である。

※※「財発資金」とは「財政発給資金」で，「公共事業投資」に近い概念である。

－１０８－ 中国村庄の政治と経済（２）

２００１年になって，扶貧 公室の国家行政上の級別（ランク）は副部級に昇格

した。この問題に対する中央政府の意気込みが感じられる。

２００３年には，中西部２２省区の「退耕還林」政策（食糧作付優先政策による環

境破壊の深刻化に対処するため，耕作を中止し，森林を復活させること）や東

部１１省の「森林生態効益保障」による中央政府資金の投入が農民の収入を増加

させた。

「退耕還林」過程で中央は種苗造林補助費５５．５億元を支給し，そのほかに生

活補助費２１．７億元，補助食糧２６７．２億斤を支給，それらは２６０億元の資金に該当

した。また，「森林生態効益保障」金額は全国（東部中心）で１０億元，試行面

積は２億畝に達し，毎畝の土地が平均して獲得する補償金は５元になった。

国債資金利用の農村基礎施設と社会公共服務事業への投入は２００１年から拡大

されている。人畜飲用水，郷村道路，農村沼気，農村水電，草場の柵造りなど

の，農村六小工程への投入は３２４．５億元に上り，前年に比べて２倍となった。

全国ではまだ，０．４％にあたる１７３の郷鎮と８．１％に当る５６６９３の行政村には道

路がない。２００３年，中央は県道，郷道１３７．１２万キロメートルを建設，３．４４万キ

ロを拡張したが，これは各級政府が行う工事全てで新増加した総延長の７７．１％

を占める。

農村の電気代は都市よりも１０年来高かったが，２００３年，１ワット，０．２３元値

下し，農民の３０億元の負担減少を実現した122。

２００３年９月には，国務院が，『もう一歩農村教育を強化することについての

国務院の決定』を頒布し，「国家貧困地区義務教育工程」の第２期分として，

３０億元を支給，あわせて，「農村中小学現代過程教育工程」の第２期事業とし

て，中央は１３．４４億元を支払い，無料教科書の経費をそれまでの年２億元から

４億元へと拡大している。さらに，中央と地方の共同出資で，新疆の５６県で教

科書の無料化と雑費の免除を行った123。このほか２００３年には，衛生部，財政部，

農業部が連合して『新型農村合作医療制度を建立することについての意見』を

発布，中国農村の重要な課題であった医療保険制度の確立にのり出した。

このように，国は農村の貧困に立ち向かい，一定の財政的裏づけを与えるよ

うになってきた。だが，貧困対策の専門機関である扶貧 公室は，具体的には
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扶貧計画を執行しない（予算措置を採らない）で，扶貧対策国家予算の執行は

一連の政府部門が参与する形をとっている。例えば，工業によって振興を図る

計画（以工代賑計画）は国家計画委員会の専管事項に置かれたし，財政発展資

金の注入は財政部，それに中国農業銀行と中国農業発展銀行にまかされた。

また，政府の一般機構（貧困対策の観点から捉えた非専門機構）や企業に対

しては，中央扶貧資金を使用しない条件でこの全国的な扶貧政策に参与するこ

とが呼びかけられた。ある意味では総動員体制であり，ある意味では扶貧 公

室の存在意義にかかわる方式である。農業部，科技部，国家林業総局は，その

独自の掌握している農村発展に専門に用いる財政資金を貧困対策に投入した。

また，外交部のように，農村に関する独自資金を持たない部署も部門外から資

金を調達することで農村扶貧開発に参与した。こうした方式を「中央定点幇扶」

とよび，東西対口扶貧（後述）と省内扶貧とをあわせて，政府非専職扶貧機構

と一般企業が中央政府の呼びかけに応えて農村扶貧開発に参与する行為とした

のである。

１９８０年代初期，国家科学技術委員会，河北省科学技術委員会などが太行山区

の科学技術扶貧活動の一環として，太行山道路を建設した例などは，国務院の

扶貧 公室の音頭で公共投資がなされた一例である。

もう一つ，ここでは直接に関係しないが，この国の貧困対策の独特の方法と

して，１９９６年に開始された「東西対口扶貧」という制度を紹介しておく。これ

は経済的に豊かな東部の１３省市，計画単列都市がそれぞれ西部の１０省区のひと

つをパートナーとして，貧困解消へ協力する制度である。具体的には，北京：

内モンゴル，天津：甘粛，上海：雲南，広東：広西，江蘇：陝西，浙江：四川，

山東：新疆，遼寧：青海，福建：寧夏，深 と大連と寧波と青島：貴州という

組み合わせにおける協力関係の構築である124。主要には「知恵を出す」という

ことで資金の地域間移転を促進するものではない。

直接の扶貧資金の予算化，各部，企事業による扶貧事業の展開，「東西対口

扶貧」という縦軸と横軸を織り込んだ総合的な貧困対策はある意味で堅実に進

められてきたが，１９７８年から１９８５年にいたる期間，人民公社の解体と農家連産

承包制の導入によって，農家の所得は大きく伸び，それにつれて貧困人口は毎
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年２２００万人の平均数で減少していたのに対して，１９９６年には３４５万人減少した

のみという125。こうした現状に対する批判126も出ている。例えば貴州省の場合，

政府の扶貧政策，扶貧資金の４０％が役に立っていないという。１９８６年から１９９６

年にかけて，貴州省は２４億元の扶貧資金を受け取った。５０００近いい項目に投入

されたこの扶貧資金は４分の１の効果しかなかったという127。

公共投資の常であるが，その投下された資金がその地域にその金額に見合っ

た有効需要を作り出すことは難しい。扶貧資金として投入された資金が事業経

費として使われる場合，外部業者の手に入ることの方が圧倒的に多いからであ

る。計画経済の時代にはそれも有効であったが，曲がりなりにも市場経済へと

移行している過渡期に，地域対策資金投入と市場の民間経済主体の成長との間

に生じた新しい矛盾である。それ故，扶貧対策資金としては，直接の労働雇用

に充当すべきであるとの批判が高まっている。

こうした貧困現象と，それへの政府の貧困対策に加えて，ここで取り上げよ

うとするのはむしろ，こうした自然・歴史条件に起因する貧困の外側に存在す

る体制的な原因による貧困である。それは先に述べた連産承包制の導入によっ

て，農家の生産意欲が高まった時期の絶対貧困人口の減少度合い（毎年２０００万

人）に注目するものである。また，市場経済化の進展の中で，新たに生れてき

ている貧困問題や政府の全体計画の中で登場した政策原因による貧困もしばし

ば伝えられるようになった。李昌平によって紹介された全国最貧困省，貴州の

華節地区のある１万４０００人の郷の例は市場経済化の中で起きた経済環境悪化を

示している。郷の内部に錫鉱山があり，外地の事業者によって錫採掘が始めら

れ，日産４０万元を生み出していた。事業者は毎年，郷政府（赤字）に５０万元を

上納，だが，鉱山開発に伴う大型車の通行によって道路修繕費用が年１５０万元

かかり，郷政府にとっては，何らの経済的メリットもない。さらに，有毒労働

災害も頻発し，労働保護制度もなく，労働者の生命の危険が差し迫っている。

一人当り GDPは１万元以上となっているが実際の個人の純収入は７００元程度で

ある。

国定貧困県の雲南省のある県の例。森林地帯のこの県の人々の生業は猪狩り

であった。１９９０年代にはいって，国家所有の森林伐採が開始され，住民の職業

中国村庄の政治と経済（２） －１１１－



は狩猟から農耕へと変化，「千辛万苦」（ありとあらゆる苦難を乗り越え）に造

田作業をおこない，農耕生活への歩みを始めた。しかしその後，環境保護と水

土流出防止の方針の下「退耕還林128」が命じられた。その補償は，５～８年間

にわたって３００万斤の食糧を供給するというものである129。

中国農村の貧困は，「農民工」と呼ばれる出稼ぎ型の就業構造にも現れる。

中国全国でも有数の穀物地帯である湖北省で西暦２０００年以降，全耕地面積の

４％弱に当たる３００万畝の耕地が「流出」した。耕地「流出」とは，農民の耕

作放棄による荒地化（これを中国語では「棄田」という），他農民への承包権

の譲渡・貸出し（「転包」という）をまとめた用語である。日本語で言えば「離

農」に近いが，承包権の所有がそのままの場合もあるので若干ニュアンスが異

なる。荊州市では，１９９８年から２年間だけで「棄田」面積が総耕地の８．４％に

達した。１９９７年以前の土地流動は労働力人口が減少するなどの自然変化による

ものであったが，１９９８年以降，状況は一変し，急激な耕地の放棄が起きている130。

「棄田」をした農民は，市内の非農産業に勤めたり，ある者は省を超えて他地

域に流出していった。

「人多地少（人が多く土地が狭い）」の中国において農村過剰労働力の堆積は，

一説によれば，４億人に上るとも言われており，その雇用対策は今も変わらな

い重要な課題になっている。表２４は，１９９６年時点での山東省の１７の地域におけ

る農作物の作付面積，必要作業量，必要労働力131，現存労働力，剰余労働力，

剰余労働力の現存労働力に占める比率を，経済の発達地域，中程度の発達地域，

低発達地域の３分類によってまとめたものである132。

山東省全体では，剰余労働力は７８１万人で，これは３５．２１％に当たる。済南市

や青島市，煙台市，威海市などの工商業都市を含めた発達地域においてすら，

農業剰余労働力は２０％近くも存在している。絶対数で１２４万７０００人にも上る。

あとの二つの地域では，その比率はいずれも４０％を超えている。こうした耕地

に対する過剰人口，必要農作業に対する過剰人口の膨大な存在は中国経済に

とって常に強烈な都市化への圧力要因になっているのであり，それはまた，農

業生産での投入面における近代化を阻止する要因ともなっているのである。し

かもこのことは，恒常的な難問であって，中国農業に常に存在する客観的な困
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難である。こうした事情を背景に，山東省でも例えば威海市においては農村か

らの大量の流入人口を抱えざるを得なくなっており，また，低発達地域の荷澤

地域も都市部へ流出人口を排出しているのである133。

農業大省の一つ，湖北省の例を挙げる。農業請負制，即ち家庭連産承包制は

郷鎮の人民政府を一方の当事者として，各農家がもう一方の当事者として農地

の耕作の請負契約を交わす制度である。農家は請負った権利を放棄することも，

また他人に譲渡することも，転貸することもできる。これらの請負農家が，放

棄・譲渡・転貸した部分の農地を土地流転部分と呼ぶ。１９９６年以来，全国の流

転部分は全請負土地面積の１％程度であったが，湖北省はそれより５ポイント

も上回った。２０００年から，２００１年にかけて３００万畝以上の請負地が流転してい

る。

表２４ 山東省各地の農業労働統計

農作物播種
面積（ha）

用工量
（万日）

労働力需要
（万人）

労働力供給
（万人）

剰余労働力
（万人）

②／①
（%）

発達地区 ４０４９４２２ １５９１４２．２８ ５３０．４７ ６５５．１８ １２４．７１ １９．０３
済南 ５７７１５６ ２２６８２．２３ ７５．６１ ９３．７１ １８．１ １９．３１
青島 ７７２６３６ ３０３６４．５９ １０１．２２ １３１．１ ２９．８８ ２２．７９
東営 ２６７２７０ １０５０３．７１ ３５．０１ ３７．５７ ２．５６ ６．８１
博 ３４０１０７ １３３６６．２１ ４４．５５ ７０．３８ ２５．８３ ３６．７
煙台 ７０５３２７ ２７７１９．３５ ９２．４ １３３．９３ ４１．５３ ３１．０１
威海 ３０５２７０ １１９９７．１１ ３９．９９ ４２．３３ ２．３４ ５．５３
坊 １０８１６５６ ４２５１９．０８ １４１．７ １４６．１６ ４．４６ ３．０５

中等発達地区 １９４６５４９ ７６４９９．３８ ２５５ ４３０．６６ １７５．６６ ４０．７９
棗庄 ３６１９５９ １５４０３．９９ ５１．３５ ８１．１６ ２９．８１ ３６．７３
済寧 ９３５５７５ ３６７６８．１ １２２．５６ ２０１．９８ ７９．４２ ３９．３２
泰安 ５４９６４３ ２１６００．９７ ７２ １２２．５１ ５０．５１ ４１．２３

莱蕪 ９９３７２ ３９０５．３２ １１．８３ ２５．０１ １３．１８ ５２．７
低発達地区 ４９８００５６ １９５７１６．２ ６５２．３９ １１３３．４２ ４８１．０３ ４２．４４
日照 ２７９６５２ １０９９０．３２ ３６．６３ ７８．４４ ４１．８１ ５３．３
臨沂 １０７９８１６ ４２４３６．７７ １４１．４６ ３２８．１６ １８６．７ ５６．８９
州 ８９７９９８ ３５２９１．３２ １１７．６４ １７５．２４ ５７．６ ３２．８７
濱州 ５９０９９７ ２３２２６．２２ ７７．４２ １０２．５２ ２５．１ ２４．４８
聯城 ９０８３４５ ３５６９７．９６ １１８．９９ １７３．７９ ５４．８ ３１．５３
澤 １２２３２４８ ４８０７３．６５ １６０．２５ ２７５．２７ １１５．０２ ４１．７８

全省 １０９７６０２７ ４３１５７．８８ １４３７．８６ ２２１９．２６ ７８１．４ ３５．２１

出所：李玉江等，『農業剰余労働力転移地区研究』，山東人民出版社，１９９９年８月，済南，１３８頁。
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この数字を裏付けるように，省下の監刊県の場合，１９９８年の外出農民は１２万

人，土地の流転部分は１０万畝，２０００年には２７万人，４１万畝，２００１年にはそれぞ

れ３４万人，５２万畝へと急上昇している134。この５２万畝は第一次の請負地のうち，

３分の１に該当する。大部分の流転地は新たな耕作者を確保できたが，１０％ほ

どは「棄田」された135。先にも触れたように，今日農民の純所得に占める賃金

性の所得の伸びは，農作業による所得の伸びを上回っている。沿海部では絶対

額においても，賃金性の所得が農業所得を上回っている。ここにいう賃金性所

得とは，農村に展開する各種の事企業からの所得であり，居住する農村内部や

近郊にこうした事企業が存在していれば農民は出工（出稼ぎ）しなくてすむ。

だが，内陸部の農村ではいまだ，その条件が形成されていない。よって，他地

域への流出が多くなる。

では一体，どれくらいの農民が移動しているのか。朱力によれば，「正確な

数字は誰にも分らない」136。ここに，いくつかの国家機関が発表した農村労働

力移動の数値があるので参考にする137。数値の単位は「万人」である。

出郷 出県 出省

中国農業銀行農家サンプル系統（１９９３年） ５１００ ３９００ １５００

農業部国定観察総委員会（１９９３年） ６２００ ４３００ ２０５０

全国政協・国務院発展研究中心（１９９３年） n.a. ５３００ ２５００

労働部（１９９４年） ８０００ ５２００ ２４００

統計局１％人口サンプル（１９９５年） ７０００ ５４００ ２５００

国家農業普通審査（１９９６年） ７２２６ ４４８７．２ ２３６３．５

また，中国公安部が２００１年６月３０日の統計として発表したところによれば，

臨時居住人口として登記を行った者は全国で男３２４３．２万人，女２２６３．３万人の

５５０６．５万人に上る138。多くの場合臨時居住者は都市に住むことになるが，その

場合，住民としての各種の費用を納めさせられるので，実際は登記しない者も

多い。よって，場合によっては，この倍近い数字の１億人が臨時居住者という

こともありうる139。先に見た戸籍制度の制約にもかかわらず，こうした膨大な

数の農村民が都市へ流出しようとするのは土地に対する慢性的・恒常的な過剰

人口の存在を意味しており，それは中国農村の貧困を象徴する一つの現象であ
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る。しかし，先の山東省と同じような恒常性を持つこの農業剰余労働力の膨大

な存在は，それが恒常的であるというそのこと自体により，先の湖北省の１９９８

年以降の急激な農地流動を説明するものではない。また，それ以前にも１９８９年

から１９９３年の間に第一波の農民流動が年間２５％の割合で増え続けていた。「民

工潮」というこの農民流動は実はいくつかの波をもって進行してきたのである。

その理由・原因を農業生産の不安定さに求めたい。連産承包制や分田は農民的

土地所有にはつながらなかったが，中国に伝統的であった農家家庭経営を復活

させた。大体１９７９年から１９８４年にかけて，農民の生産積極性は高まり，政府の

食糧や他の農作物の買い上げ価格が段階的に引き上げられ，いわゆる「増産増

収」という局面を迎えた。１９８５年から１９８８年の時期は種子価格や化学肥料・農

薬価格が上昇しコスト高の時期を迎えたのである。いわゆる「増産不増収」の

時期である。１９８０年から１９８４年の農民所得の増長速度は１５．１％だった140が，１９８６

年から１９９０年の期間は３％へと急落したことがそれを反映していた141。ここで

いくつかの村庄の農業生産上の「投入産出」を比較したい。

１．江蘇省淮安市席橋郷朱黄村の場合で１９９９年８月に調査されたものである。

１畝あたりの数字である。

（１） 投入コスト142

①小麦：種子 ４０斤×１．１元＝４４元

尿素 ７０斤×０．７５元＝５２．５元

燐肥 １００斤×０．２３５元＝２３．５元

農薬 １０元

エンジンオイル・ディーゼルオイル １２元

合計 １４２元

②玉米：種子 ２０元

炭酸アンモニウム １５０斤＝４０元

燐肥 １００斤＝２３．５元

農薬 ５元

エンジンオイル・ディーゼルオイル １２元

合計 １００．５元
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③水稲：種子 １３元

炭酸アンモニウム ２００斤＝５０元

尿素 ８０斤＝６４元

複合肥料 ８０斤＝４５元

農薬 ３３元

エンジンオイル・ディーゼルオイル ２４元

合計 ２２９元

（２） 産 出

①小麦；畝産６５０斤＝３２０元，純収入 ３２０－１４２＝１７８元

②玉米：畝産８００斤＝４００元，純収入 ４００－１００．５＝２９９．５元

③水稲；畝産１１００斤＝６６０元，純収入 ６６０－２２９＝４３１元

農家は一軒平均で水稲田を３．８０４畝，乾田を１．９０２畝承包している。

水稲による収入： ３．８０４畝×４３１元＝１６３９．５２元

小麦による収入： １．９０２畝×１７８元＝３３８．５５元

トウモロコシによる収入： １．９０２畝×３００元＝５７０．６元

その他の農作物： 約１００元

一家の全年農作物収入は１６３９．５３＋３３８．５５＋１００＝２０７８．０７元，あるいは，

１６３９．５３＋５７０．６＋１００＝２３１０．１２元ということになる。ここから，後に検討する

村統籌と村提留資金の１８０元が（１戸当り）差し引かれると前者の水稲・小麦

作の場合は２０００元を下回ってしまう。１戸の平均労働力を２．０２人と仮定して，

１労働力あたりの年間純収入は８３０元から１０４０元ほどのところにくるのである。

同じ時期に「外出工」としての，城鎮（郷鎮ではない）の企業での年収は４～

５０００元であった143。

２．湖北省鄂州市廟 鎮の相 ，脉 ，中 ，廟 ，長林朱，大雄，大葉，

黄泥販，紅蓮，大屋，桟咀，安城の各農村の平均的な土地１畝あたりの１９９５年

から１９９７年の収支が得られている。

それによると，各種種子が４斤＝２０元，複合肥料＝５０斤で４０元，尿素が２０斤

＝１６元，農薬５元で投入財合計が８１元である。犁耕や田植え，収穫，脱穀など

の臨時雇用賃金が１０単位，１単位＝２０元が相場でこれに２００元，さらに坑旱対
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策の引水費用が３０元で総コストは３１０元を超えている。畝あたりの産量は８００斤

平均で当該地の市場価格では３２０元の収入がある。油菜 －晩稲の土地は畝あ

たり２４１．１２元，油菜 －早稲－晩稲は４９３．４２元，早稲－晩稲は４２７．７５元，小麦

－中稲は２１９．５１元，小麦－綿花は４４９．５６元の収入となる144。

もうひとつ豊かな江蘇省太湖近郊の馬按村の１９９６年の場合，１畝当たりのコ

ストは，化学肥料，２１５元（麦，１２３，コメ９２），農薬，５９元（麦１５，コメ４４），

機械耕作費，４０元（麦１５，コメ２５），田植え臨時雇工，５０元，機械脱穀費，１３７

元（麦１００，コメ３７），農業税，６８元，水・電気費，２７．４元，承包費１００元，合

計６９６．４元である。これに対する産量はコメ１０００斤，麦８００斤，１９９６年の市場価

格がそれぞれ１００斤当り７０元と６０元であったから，畝あたりの収入は１１８０元と

なる。１畝あたりの純収益は４８３．６元となった145。

市場経済の条件の下，農業・農民所得をどのように「保護」，「保障」するか

は，おそらくすべての国家の共通の難題である。計画経済の時代の中国は，土

地私有のない体制のなかで，国の「統一買い付け・統一販売」によって，ある

意味で生産者と消費者の双方の利益がバランスしていた。それは，その条件下

で人民公社体制を通して農民の利益が「保護」されていたことを意味する。し

かし，時代は変わった。市場経済への移行とWTOへの加入は，中国政府にとっ

て，農民保護や農産物の価格安定のための政府関与の舵取りを難しくしている。

中国にもすべてを市場経済にゆだねて，国家の農業生産への関与を批判する

論者もいる146が，まだ，それは大勢をなしていない。計画経済時代，食糧を中

心とする農作物は政府の直接の管理下にあった。「統一購入」と生産者と購入

者である政府とで交渉する「議購」とよばれる制度のなか，コメの価格は統一

購入を最低価格として，それに上乗せする形の「議購」価格があった。どちら

も政府主導で決められていた。

改革開放以来，食糧等の価格は基本的に市場価格にゆだねられることになっ

たが，政府による統一買い付けの制度が残ったため，この価格は残存し，しか

も，連産承包制で生産意欲を高めている農家の所得向上を実現する狙いもあっ

たから，連年，買入価格は上昇した。だが，すでに，総供給が総需要を上回り

始める段階にきていたため，政府買い入れ以外の市場流通食糧の価格は乱高下
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するようになった。これが農民所得を不安定にしたために，政府は，「農産物

保護価格」制度を設定，市場の乱高下にもかかわらず，安定した「保護」価格

で農民の利益を守ったのである。同時に，農民からの農産物を買い入れ業者か

ら，民間を排除し，「統一購入」以外の剰余分をすべて国有食糧企業に売却す

ることを義務付けた。政府の農作物市場への大胆な介入である。だが，この制

度は，農民の生産意欲を駆り立てることには成功したものの，三つの望ましく

ない結果をもたらした。一つはこの「保護価格」によって，大量の低質米が生

産され，それが食糧倉庫に堆積したこと。第二にこの「保護価格」自体の財政

赤字が膨大になったこと。第三に，農民からの購入権を独占した国有食糧企業

の赤字が限界線を越えたことである。今日，各級の政府の財政支出において，

「国有企業赤字補填」のうち，この食糧企業赤字補填は無視できない大きさに

なっている。政府は「調整」を始めた。一つは大胆に農産物価格を引き下げた

のである。１９７８年から１９９７年までの主要農産物価格は，次のように上昇してい

た。

コメ：１００斤あたり，９．５元から７２元へ

油菜：１００斤あたり，２８元から１２０元へ

皮棉：１坦当り，１１５元から７００元へ

１９９８年度から，国家農産品価格はコメに関しては７２元から３３元～５６元へと引

き下げられ，平均販売価格は４５元ぐらいの線に落ち着いた。また，綿花は７００

元が３００ないし５００元に，販売価格は４００元となった。この農産物価格調節の結

果，各地農民は収入を減少させた。湖北省荊州市の場合，一人当たりの減収は

５００元に上ったという。これ以後，土地を放棄する現象が多くなったという147。

１９９４年の分税制実施以後，中国農民を苦しめてきたものに，種々の「農民負

担」がある。分税制の実施によって，直接生じた結果は農村の各級政府の「財

政危機」である。各級政府の収入源を地方税中心にきりかえた分税制は，地方

政府の収入の減少をもたらした。この「財政危機」を乗り切るために，農村の

各級政府がほぼ例外なく行ったのが，「統一収費」という集金活動である。も

ともと，人民公社時代にも「三提五統」という農民からの資金徴収の制度はあっ

た。また，中央政府も厳格な統一税制を採用する傍ら，税外収費という各種名
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目による資金徴収によって，不足する財源をまかなっていた。それ故「農民収

費」それ自体は違法ではない148。

問題は１９９０年代半ば以降，この税外負担である「農民収費」が農民の負担許

容範囲を超えたところにあった。先の湖北省の荊州の例を再び利用すれば，単

位面積（１畝）当りの投入費用に対する収入は２４０元から４５０元になっていた。

ここから，村による税徴収・村提留が畝ごとに１４２元引かれるのである149。実

際に農民が手にできる金額は１００元から，３５１．４２元の間にある。農業税，農業

特産税や，様々の統一収費は，一般に畝当り１５０元といわれ，多いところでは

２００元になっていた150。豊かな農村の一つである江蘇省清苑県温仁鎮南郊村の

１９８７年から１９９７年の間の変化を次に示す。

農家一戸当り純収入 ；６２４元から１５１５元へ，１４２％の上昇

税費； ９２５％の上昇

国家農業税； ２９５％の上昇

郷鎮統一収費； １９８９％の上昇

村提留； ５５２％の上昇

農民一人当り

税費；１６．１６元から１３７，５２元へ，７５０％の上昇

国家農業税；４．２２元から１３．８４元へ，２２８％の上昇

郷鎮統一収費；４．９５元から８５．８３元へ，１６３４％の上昇

村提留；６．９７元から３７．８６元へ，４４２％の上昇

耕地１畝当り

税費；１１．９６元から１２８．２元へ，９７２％の上昇

国家農業税；３．１２元から１２．９元へ，３１３％の上昇

郷鎮統一収費；３．６６元から８０元へ，２０８６％の上昇

村提留；５．１８元から３５．２９元へ，５８１％の上昇151

この「農民収費」は，多いところでは２０種類くらい152に上り，農民に負担を

強いている。しかも，これが農民に割り当てられた場合，土地１単位当りに課

せられたり，一家単位で課せられたり，一人当りで課せられたりしているので

ある。さすがに事態を重視した中央政府が２０００年から農民負担を軽減する方針
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を提起，税を含めた農民の負担を総収入の５％以内に抑えることを始めたので

ある153。
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132 李玉江『農業剰余労働力転移区域研究』山東人民出版社，1999年8月，済南，138頁
（なお，原出所は『山東統計年鑑1997』である）。

133 同上。
134 楊濤，前掲論文，216～217頁。
135 農民が請負地を「放棄」する場合，「転包」（請負権の譲渡または転貸）は主に水田
部分を対象にすることが多く，旱地は税費が安いので親，親戚に回すことがしばし
ばである（徐増陽「“圧力型”農民流動：一個新的解釈模式」，『中国農村研究2001』，
262頁）。なお，土地「転包」を行っても，原承包者の納税義務はそのままとされる
ことが多く，外出農民工はその支払い義務から逃れることはできない。だが，現実
には，この部分の未納が多くなっており，郷鎮政府の財政赤字の一つの原因となっ
ている。

136 朱力『中国民工潮』福建人民出版社，2002年4月，福州，85～86頁。
137 王西玉，崔傅義，趙陽，馬忠東「中国二元結構下的農村労働力流動及其政策選択」，
馬洪，王夢奎『中国発展研究2001年版』中国発展出版社，2001年5月，北京，489頁。

138 公安部治安管理局戸数監理処「2001年全国暫住人口状況」，中国社会科学院人口與
労働経済研究所『2002中国人口年鑑』，中国人口年鑑社，2002年12月，北京，115頁。

139 流動人口情況調査に関しては，1995年段階で全国で8363万人とする研究者の調査が
ある（李強『農民工與中国社会分層』，社会科学文献出版社，2004年12月，北京，78

頁。なお，原資料は，蔡 ，李培林等『転軌時期民工流研究』，中国社会科学院，1996
年，8頁による）。

140 朱力，前掲書，81頁。1989年から1991年には0.7％にまで低落している。
141 王�文，蔡 「如何避免城郷収入差距進一歩拡大」，孔祥智『聚集“三農”』中央編
訳出版社，2004年9月，北京，23頁。

142 清苑県温仁鎮南郊村の調査によれば農業投入財の1980年代と1990年代のある程度の
価格変動がわかる。

炭酸アンモニウム（元／斤） 燐肥（元／斤） ディーゼル（元／斤） 電気（元／w）
1982 0.9 0.03 0.08 0.33
1986 0.15 0.08 0.4 0.65
1995 0.30 0.27 1.25 0.80
1997 0.20 0.22 1.1 0.80
炭酸アンモニウム以外は価格上昇トレンドを示していることが示される（中国社

会科学院『無保』課題調査組，前掲書，420頁）。
143 朱力，前傾書，113～116頁
144 楊濤，前掲論文，218頁。
145 中国社会科学院『無保』課題調査組，前掲書，288頁。
146 例えば，北京大学教授の盧鋒はその代表的な立場にある。近著，『半周期改革現象 我
国糧棉流通改革和食物安全研究』北京大学出版社，2004年9月，北京，においていか
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なる農作物価格支持や補填政策をも厳しく批判して，農産物の純粋な市場による規
制を主張している。

147 楊濤，前掲論文，218頁。
148 北京の中央政府が認定し，実際に法規化され，徴収されていたものだけで，24部門，

93項目があった。国務院はその後37を取り消している。これは住民サービスを受け
る際の手数料のようなもので，すべての人が納付するものではない。全住民に無差
別に徴収するものを「乱収費」という。なお，都市民の個人所得税は月収800元が課
税基点になっており，農村の農業税は年純収入で400元以上が基点である。農業特産
税は基点がなかった（傳元海，黄勇「農民負担的尋租経済学分析」，『農経導刊』，2004
年第2期，134頁）。

149 楊涛，前掲論文，218頁。
150 同上，219頁。
151 中国社会科学院「無保」調査課題組，前掲書，430～431頁。
152「三提五統」の「三提」は郷鎮中心のものであって，教育関連，福祉関連，幹部関
連の三つからなる。李文学によれば，全中国で実施されている「統一集費」には以
下のようなものがある。もちろんすべての地区で同じように課せられているわけで
はない。教育費負担が「正規」のものであるとすれば，それ以外に教育経費として，
校舎建設費，教師補助費，学校緑化費，民 教師資格訓練費がある。また，福利性
の「集費」として TV放送局費，体育場修理費，大規模運動会費，祝祭日費，高標準
敬老集費がある。郷村幹部経費は人民公社時代にも存在した。今日，この費用が高
くなっているという。「統一集費」は「五統」であるから，本来は5項目の資金収集
であった。いまや10種類以上に上っている。例を挙げる。自動車購入費，共産主義
青年団・婦人連盟活動経費，農業新技術推進補助費，人民武装勢力幹部培養費，法
廷建設費などのほかに，共同生産費の名目で郷政府会議費，農田基本建設会議費，
治安主任会議費，党員・組織委員・宣伝委員培養費，規則検査処理割当金，予備設
備隊建設費，国防知識学習割当金，村支部書記費，村民組長費，技術費，小学校長
出張考察費などがある。
そのほかに郷や村の「必要」に応じて設定されている「集資」は次のとおりであ

る。教育集資，橋路建築修繕集資，電力供給集資，法廷・派出所建設集資，精神文
明建設集資，発電所建設集資。この他に，各種基金への自主原則に抵触する半強制
的な加入がある。例として，宋慶齢母校基金，林業建設資金，教師奨励基金，民
教師基金などで，ある地方には「見義勇為」（義に勇む）基金なるものまであるとい
う。この強制性の基金にくわえて，各種保険への加入も厳しく進められており，家
庭財産保険，労働力意外傷害保険，家畜保険，平安保険，夫婦円満保険など9種類ぐ
らいの保険が登場しているという。また，ある地方では，新設された養老保険に不
参加の場合，「十一不」（十一に及ぶ拒否）にあう。即ち，1. 労務輸出不可，2. 郷政
府による証明書の発給付加，3. 社会救済の受給不可，4. 農業税減免不可，5. 郷鎮企
業の工作不可，6. 工業への就職・軍への参加不可，7. 計画生育証明書発給不可，8.
住宅用地の提供不可，9. 工商営業許可証の不処理，10. 福利待遇の享受不可，11. 文
明戸と評価せず，の11項目である。
このほかでは，農民の自宅新築時には，耕地占用税，土地管理費，測量費，青苗
保障費，土地使用証費，規格管理費，施工許可証費，不動産登記費，住宅地有償使
用費を郷鎮土地管理所に納めるほか，村鎮建設監理所に規格建設管理費，測量站服
務費，基礎施設配合費，建設産業管理費，「空間費」（意味不明）など500元以上を納
めることになっている。
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また，農民がトラクターを購入使用する場合，車船使用税，鑑札費，供水費，車
両年検査費，農材管理費，道路管理費，工商管理費，道路建設費，道路保護費，保
険費，貨物保険費，道路運輸協会会費の税費のほかに，車両通行証，運転証，環境
汚染検査測定証，道路営業運転証，個体運輸営業証などの証書類の費用が必要とな
る。小型トラクターで年間700元，大型で2000元かかるという（李文学「21世紀中国
農村経済十大問題解析」中国農業出版社，1999年12月，北京，144頁～148頁）。

153「上に政策あれば下に対策ある」といわれる中国の最近の出来事で言えば，この「5
％条項」こそその典型例である。国務院によって，「税」と「集金」からなる「農民
負担」を農民収入の「5％」以内に抑えることを下達された農村幹部は，農民純収入
を「水増し」して，これに対処，従来どおりの「集金」額を確保している。よって，
全中国の農民収入は一方で確実に増加しているとみなされるものの，実態としては，
発表される数値を下回っていると判断できる。また，舗装道路の長さ，緑地面積，
上水道の普及，電化普及度などの諸指標において一定の基準を満たした上に，農民
一人当り平均純収入が2000元を超える村庄は，「文明村」の「称号」を与えられるこ
とになっており，これも農民収入にかかる上方バイアスの例である。その結果，村
ごとに水増しされた「農民収入」に実勢以上の税負担がかけられ，それに財政的に
苦しむ村が多い。

５．都市と農村の境界域＝県域

地方の四級行政機構において，県は上から３番目に位置する154。県は貧困を

体現しつつ，その客観的位置からみれば「マージナル」な行政機構である。中

央政府や省が共産党，全国人民代表大会，国務院と各級人民政府及び検察司法

機構を組織しているのに対応して，県はそのミニチュア版である機構を設置し

ており，上意下達の方法で国家意思が貫徹する仕組みが確保されているといえ

る。何よりも共産党の組織が張りめぐらされており，その支配は貫かれている。

だが，改革開放の進展の中で，今日ほど県がその政治的・経済的役割におい

て注目されたことも珍しい。今日，第一に，県は前節で見たように中国全体の

貧困を克服する主要な舞台となりつつあるからである。都市に体現されるもの

が華やかな成長だとすれば，県に体現されるものは，その対極の「後進」であ

り，「貧困」である。また，沿海部の富裕な地域を含めて，大部分の県が財政

赤字に陥り，その建て直しが，機構改革を含めて緊要の課題とされているから

である。さらに，後に述べる，農村の税収における農業税の取り扱いや公教育，

特に地方の義務教育の資金負担と関係して，郷鎮人民政府の機能を吸収する方

向が検討され始めているからである。
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県は，公式の位置づけでは，農村居民を直接管理する位階であると同時に，

巨大な国土資源と農業資料の生産を管理しており，国家工業化に貢献する財政

資源の主要な操作者であるとされている155。前述のように「一般行政地方」は

「面」を体現する156。「城市地方」は「点」を表し，古いレーニン的な用法を

用いるとすれば，それに体現されるものは「都市」，「工業」，「労働者」である。

県はその傘下にどれほど人口の密集した鎮を持とうが，また，大規模な工業を

持っていようが，その言葉で表されるのは広大な空間を伴った「農村」である。

そして，それは一般に言われる中国の「二元機構157」の一方を表す行政機構で

ある。しかし，今日の県は，こうした都市と農村の「二元機構」の一方の当事

者であるという側面でばかりで把握すべきではない。むしろ。「都市」と「農

村」という異なる性格を両方体現する行政主体といったほうが正確である。そ

の意味で，県の性格付けは難しいし，曖昧模糊としている。それは中国の地理

空間及び行政空間における一種の「マージナルゾーン」である。

県は，始皇帝の秦王朝（B.C. 221）の郡県制の施行によって正式に形成され，

爾来２０００年余の間，比較的安定した行政地位を維持していたといわれる158。秦

王朝の郡県制は県を地方の行政単位とし，行政長官を配置し，皇帝の行政事務

を代行し，一定の司法権限を有していた159。だが，他方で，「皇権は県以下に

及ばず」といわれるように，時の王朝政府にとって，県は必ずしも自らの意思

と支配が完全に貫徹していた世界でもなかった。ミズリー大学歴史学部の李懐

印は次のように記している。

「中国の伝統国家形態は常に『中央集権の官僚制帝国』と概括されてき

た。こうした言い方は，大体中央から州県の衙門（役所のこと－引用者）

に至るひとまとまりの官僚体系には適用できる。州・県以下ではもうひと

つの情景が見られる。清代の官方規章によれば，地方で治安と税収に責任

を負っていたのは，給与を支給されず，地方が指名し，官府が認可した半

官半民の保甲と保甲人員であった。明らかに，統治者は正式の官僚体系を

州県以下の村庄にまで及ぼそうとする意志がなかった。」

「事実上，州県以下の行政組織は完全に半官半民であるか，あるいは民

間の非正式の人員によって主導されていただけではなく，正式の官僚系統
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でさえも最低層の州県衙門は大量の非正式の役人と非正式のやり方で満ち

溢れていた160。」

今日の中国行政機構にあって，県は，人民公社解体後，農村居民を「直接に」

管理する行政単位になった161。県をめぐる再編成も１９８０年代に入ってから行わ

れている。１９７０年代あるいは「文化大革命」時代の県組織がどのようになって

いたか，あるいは，県の位置がどうであったかについてはまだ，ほとんど分ら

ない。わずかに分っていることは，毛沢東が執拗なまでに中央管理の国営企業

を県段階にいたるまで「下放」しようとしたこと162，それに対応しているらし

く，財政資金の配分でも地方の機動性を保証しようとしたこと，また，戦争に

備えてこれも毛沢東の考えで当初計画になかった「三線建設」が実行され163，

その資金配分が辺鄙な県を突然潤したなどという程度のことである。

２００２年末の黒龍江省のデータによれば，全省の GDPに占める県域のそれは，

３７．３％にあたる４５６億８０００万元を記録，各県の平均 GDPは２１億７０００万元に上っ

ている164。県は，黒龍江では３分の１強の規模の経済を動かす主体である165。

発達した東部沿海地方の浙江省の場合，県域の経済は全省の少なくとも４５％以

上を占めている166。開発途中の中西部に属する海南省の場合，地級市は省都で

ある海口と南部のリゾート地，三亜の二つだけで，あとはすべて県級市という

特殊事情があるので，あくまで参考資料に過ぎないが，２００２年のデータでは県

域は５７．９２％の GDPを生み出している167。

そうした県級の行政地域の特徴を，謝自奮，凌耀初は，次の６つにまとめて

いる。

①農村的性格の強さ。県域は農業を基礎としており，その経営活動は相対的

に分散している。農業生産の対象は作物という生命有機体であるから，天

候等の影響による波動性が強く総体として経済の発展水準が低い168。

②地域性。県域経済の社会再生産過程は生産，分配，交換と消費の各環節の

経済活動からなり，経済の管理権はこの範囲で主要に機能している169。国

家が設置する各種経済管理部門は基本的に県までのびている。同時に国家

は県に一定の経済自主権を付与しており，県域は歴史的・地理的に特徴を

持つ独自の発展をしてきている。だが，それは決してこの地域が閉鎖性だ

中国村庄の政治と経済（２） －１２５－



けを持つことを意味するのではない。

③層次性。県域は国家の末端組織を構成し，農村マクロ経済とミクロ経済の

両方の特徴を持つ。県域経済にはさらに県域（中心層），郷鎮経済（中介

層），村級経済（基礎層）の各層が存在する170。

④総合性。よって県域の経済は国民経済の一種の縮図を表す。

⑤差異性。とは言いつつ，県域は地理的・歴史的な原因に基づく経済力の違

いによって，いくつかの群に分けることができる171。東部（遼，京，津，

滬，冀，魯，江，浙， ，粤，桂，瓊の１２），中部（黒，吉，晋，内蒙古，

皖， ，豫，鄂，湘 の９），西 部（川，黔， ，蔵，陝，甘，青，寧，新

の９172）の３分割はその典型である173。今日の経済発展度にかかわる地域

分轄の基礎となるのがこの地理的・歴史的な原因である。

県の位置づけに関する改革，即ち「省」との関係や，別の体系下にあった「市」

との関係における改革にしても，改革開放が進展した１９８０年代以降にその動き

が顕著に見られる。そもそも中国に行政上の市制（第二級の行政機構）が敷か

れたのは２０世紀２０年代のことであるから，その歴史は浅い。中国における市制

の萌芽が開始されたこの時点では，市は一つの人口密集点上の行政制度であっ

て，市と県，城市と郷の間は厳格に隔てられていた。広大な面の中に，人口密

集地域を「点」として周囲から「隔絶」したのである174。詳細は不明だが，「文

革」が収束してからのちしばらくは（１９７０年代末まで），県は「一般行政地方」

である「省」の管轄下にあって，都市を意味した「城市地方」とは隔てられて

いたとみられる。その根拠になるのが今日では大幅に減少した「地区行政公署」

の存在である。「地区行政公署」は広大な「省」が膨大な数に上る「県」を「領

導」する必要に応じて設置した行政事務機構で，人民代表大会や人民政治協商

会議などを持たない純粋な中間事務機構であった。級としての行政上の職権を

有しないものの，「地区行政公署」は「省」の代理機構であった。ゆえに，中

国の地方行政は，「省－地区行政公暑－県」という「一般行政地方」と「城市

地方」との二本立てになっていたのである。「地区行政公暑」は省の持つほと

んどすべての機構とそれを担う人員を擁していた。その人員数は全国で厖大な

ものになっていた。
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１９８０年代に入って，この構造に変化が生れた。この変化の持つ大きな意味に

注目したい。今日，行政上の県は，多くは県級市のかたちをとるか，あるいは

省の直轄県のかたちをとっている。すなわち，現在の中国における県の位置に

ついての特徴は，それが前号でも触れた直轄市（北京，天津，上海，重慶）と

地級市の管轄下にあるということである。省の「地区行政公署」を通した間接

的コントロールから，一部「省」の直接的コントロール（省直轄県）を残しな

がらも，「城市地方」を意味する「地級市」のコントロールへと変化しつつあ

ることである。市の制度を設けることは，かつてのように，農村を意味した「県」

とは別個に，人口密集点上にそれを築くというのではなく，いまや県領域を覆

う広域形のそれになった。北京の中央政府による「国家」意思の農村地域への

浸透が目指されたとも解釈できる。また，数千年にわたって隔絶されていた「都

市」と「農村」の「融合」過程の新たな模索の開始であり，「二元機構」を融

解する試みと捉えられるかもしれない。

だが，誤解を避けるために付記しておけば，新中国における，「市」が「県」

を領導する体制は，１９８０年代に始めて登場したものではない。１９４９年には，早

くも西北の甘粛省の蘭州が皋蘭県を管轄下においた。直接には大都市の野菜や

副食品の供給基地建設問題を解決するためのものであったといわれる。ついで，

１９５０年，東北・遼寧省の旅大（現：大連）が金県，長山県を傘下に置いた。こ

の方式は大躍進や人民公社の時期に拡大していった。１９５８年，国務院は相前後

して，北京，天津，上海と遼寧省全体に「市領導県」の体制を実行，経済が発

展している一連の地区で試行をはじめた。１９８１年まで，全国５７の市が１４７県を

領導，これは県の６．９％にあたり，平均ひとつの市が２県を領導する体制が出

来上がっていたという。だが，これはあくまでまだ試行の段階に過ぎなかった175。

もう一つ，重要なことは，数千年にわたって隔絶されていた「都市」と「農

村」の融合への試みは，新中国でこの行政機構の編成を通して行われたのが最

初であったわけではない，ということである。１９５０年代，農業集団化に際して，

いわゆる「労農同盟」の角度から，ソ連邦のMTS体系の農業機械に似た新式

畜力農具の普及が強烈に推進された。都市の工業労働者からの農村集団化への

生産力的支援がなされ，その中心的装備であった双輪双 犂生産の一部は当時
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の最先端企業であった鞍山鉄鋼コンビナートも担当したのである。農業集団化

のために，その生産力的基盤を固めるために，いわば全中国の「都市」の「工

業」の総力が結集されたのであった。新中国の工業化が商品化食糧と工業化資

金の蓄積源として一方的に農業余剰を農村から吸い上げたのは一つの事実であ

るが，他方で「労農同盟」的思考に支えられた新式畜力農具を提供するという

「誠実」な試みもなされていたのである176。だが，それは単純に技術的な失敗

に終わった177。

「労農同盟」的な「都市」と「農村」の融合，言い換えれば「労働者」と「農

民」の「連帯」の実現の「挫折」に代わって，登場したのが県域と市域の「融

合」の構想であるとすれば，それは中国に特徴的な地域隔絶の廃棄を通して，

都市民と農村居民の融合を図る試みであり，中国にとって画期的である。

それが本格化したのはやはり１９８０年代に入ってからである。１９８２年には中国

共産党中央が『（１９８２）５１号文件』を発出し，『地区体制改革，市管県（市が県

を管理する）体制を実行する通知』を伝達し，さらに１９８３年２月１５日，中国共

産党中央，国務院は『地市州党政機関機構の改革についての若干の問題の通知』

を下部に向けて発信178，これによって１９８０年代から，今日に至るまで，「市管

県」は急速に増えてきた。その思想は，経済の発達した都市を中心にし，広大

な農村を基礎にして，一歩ずつ，市領導県の体制を実行する，都市と農村を緊

密に結合させ，城郷経済，文化事業の発展を促進する，というものであった。

これによって地市合併，城市昇格，市管県体制が中国の地方行政機構改革の主

要方向となり，広域行政化の方向の動きが定着した。これを率先して実施した

のが江蘇省である。１９８３年，江蘇省は原来の７地区（行政公署）を撤廃，南京，

蘇州，無錫，徐州，常州，南通，連雲港の７つの省轄市の基礎の上に，塩城県

を塩城市に，淮陰，塩城，揚州，鎮江を省轄市に格上げし，都合１１の省轄市が

６２の県，２県級市と４１の区を管理する体制をとるようになった179。

全国的には，１９８２年，５５の市が，１９８７年には１５２市が県を領導するようにな

り，２００１年には２５３市が１４４５の県級行政区を領導するにいたった。そして全国

の９５．５％の市が７０％の県を領導する180ようになったのである。

隔絶されていた「都市」と「農村」の融合を図る壮大な目標のもとに「市轄
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県」が１９８０年代に入って本格的に実行されたとすれば，その時代の要請した個

別の事情があったと判断する以外にない。その事情を筆者は３つ提示したいと

思う。

一つは，肥大化した行政組織，特に「地区行政公暑」の整理及び「県」級行

政府そのものに対する行政改革である。特に市場経済化へ向けた「小さな政府」

の実現への方向付けである。第二は，豊かに成長しつつある「市」域と，発展

から総体的に取り残され，貧困に呻吟する多くの「県」域という現実に対する

対策である。要は，市域の経済的豊かさを直接に県域に及ぼそうとする試みで

ある。第三は，新中国建国後，常に問題視されてきた農村民の都市移転を妨げ

ていた「戸籍制度」に対する何らかの局面打開の方向の模索である。以下では，

このうちの機構改革を追っていく。

行政改革は，これには当然のことながら，機構改革と人員削減が日程に上る。

「市管県」へ移行する前，省と県の間の準機構であった地区行政公署は基本的

に省の一つひとつの部門に対応していて，省の機構のうち，前述のように，人

民代表大会と政治協商会議以外はすべての機構が所在し，機構的には大量に重

複していた。江蘇の例では，１９５３年に８つの専署（地区行政公暑）に１６３３人の

人員がいた。１９８２年末，７地区の党政群機関（地区行政公暑に対応）には９３７９

人の人員が配置されていた。１９８３年，「市管県」実施後，７地区を取り消し，

４地級市を増設した。地級市単位は１４から１１へ，県（市）級単位は６８から６４へ

減少し，南京市以外，１０市の市級党政機関の工作単位は元の１０３２から５５１に減

少したという181。

今も地区行政公暑が残る広西河池地区は次の２９部門を持っている。

公室 民政局 建設局

教育局 人事局 交通局

科技局 労働と社会保障局 農業局

文化局 会計検査局 林業局

衛生局 統計局 水利局

計画生育局 国土資源局 水産畜牧局
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民族事務局 扶貧開発 公室 食糧局

監察局 発展計画局 対外貿易局

公安局 経済貿易局 環境保護局

司法局 財政局

これにその他の事業単位として，経協企業誘致 公室，旅遊局，ラジオテレ

ビ局，体育局，档案局，機関事務局，農機管理中心の７つを設置し，さらに，

北京，香港，深 ，南寧，瀋陽，桂林，北海182に７つの駐外機構： 事所を置

いているのである。

省一級，直轄市，副省級市などの至近の組織構成を表２５に示す。

中央の国務院から下級の県にいたるまで，こうした重複した行政機構を必要

とした理由は財政の「統収統支」の仕組みそのものにあった。中国の財政用語

に「収支二条線」という言葉がある。「収入と支出の二本の線」程度の訳にな

るが，その意味するところは相当に深い。つまり，中央から県にいたるまです

べての財政収入と支出を中央が厳格に管理するということであって，各級に及

ぶすべての国営機関・企業の納税や上納利潤の収入，そして必要経費・資本

金・職員の賃金にいたるまでの支出を国務院がほとんどすべてコントロールし

ていたのである。それゆえに，国務院の持つあらゆる機能が省や市あるいは地

区行政公暑・県によって代行される必要があったのであり，そのことは，これ

ら下部機構の中に国務院と同じ機構を必要とさせたのである。その意味で中国

は誠に巨大な縦割りの行政機構を持たざるを得なかったといえる。計画経済の

時代183，何度か「地方の積極性を引き出す」という名目で中央が管理していた

国営企業を地方管轄にしたことがあった。また，「収支二条線」の正反対を意

味するという「収支桂鈎」という用語があって，その意味するところは「収入

と支出を連携させる」であり，地方の財政において国の規定以上に集めた収入

は一定の割合で地方に帰属させるという制度をさしている。だが，中国の当事

者がこの両者を正反対の意味で捉えているにもかかわらず，両者の間に実質的

差異を筆者は見出さない。それらはただそれだけのことであって，基本は「収
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表２５ 各級の政府機構

直轄市：北京 遼寧省政府 副省級市：山東省済南市 広西河池地区行政公署

公庁 公庁 公庁 公室
発展計画委員会 発展計画委員会 発展計画委員会 発展計画局
経済委員会 経済貿易委員会 経済委員会 経済貿易局
商業委員会 商業局
教育委員会 教育庁 教育局 教育局
科学技術委員会 科学技術庁 科学技術局 科学技術局
民族事務委員会 民族事務委員会（宗教事

務局）
民族宗教事務局 民族事務局

公安局 公安庁 公安局 公安局
国家安全庁

監察局 観察庁 監察局 監察局
民政局 民政庁 民政局 民政局
司法局 司法庁 司法局 司法局
財政局 財政庁 財政局 財政局
人事局 人事庁（機構編成委員会

公室）
人事局 人事局

労働と社会保障局 労働と社会保障庁 労働と社会保障局 労働と社会保障局
企画委員会 企画局
建設委員会 建設庁 建設委員会 建設局
市政管理委員会
国土資源と家屋管理局 国土資源庁 国土資源局 国土資源局
交通局 交通庁 交通局 交通局
農村工作委員会
対外経済貿易委員会 対外貿易経済合作庁 対外貿易経済合作局 対外貿易局
文化局 文化庁（文物局） 文化局 文化局
衛生局 衛生庁 衛生局 衛生局
計画生育委員会 計画生育委員会 計画生育委員会 計画生育局
会計検査局 会計検査庁 会計検査局 会計検査局
地方税務局 地方税務局
環境保護局 環境保護局 環境保護局 環境保護局
統計局 統計局 統計局 統計局
工商行政管理局 工商行政管理局
質量技術管理局 質量技術監督局
薬品監督管理局 薬品監督管理局
水利局 水利庁 水利局 水利局
農業局 農業庁 農業局 農業局
ラジオテレビ局 ラジオテレビ局 ラジオテレビ局 ラジオテレビ局
新聞出版局 新聞出版局（版権局）
文物局
旅遊局 旅遊局 旅遊局
体育局 体育局 体育局
園林局
外事 公室 外事 公室（僑務 公室） 外事 公室
僑務 公室 僑務 公室
法制 公室 法制 公室
経済体制 公室 経済体制改革 公室
信訪 公室
研究室 研究室（経済体制 公室） 調査研究室
物価局 物価局
食糧局 食糧局 食糧局 食糧局
郷鎮企業局 郷鎮企業管理局
監獄管理局
労働教養工作管理局
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中医管理局
防空 公室 人民防空 公室

首都緑化委員会 公室
（市林業局）

林業庁 林業局 林業局

信息化工作 公室 信息産業庁 信息産業局
海洋と漁業庁 水産畜牧局

中小企業局
財貿 公室
口岸 公室
国有資産管理局
不動産管理局

高新技術産業開発区管理
委員会
経済開発区管理委員会
農業高新技術開発区管理
委員会

気象局
成人教育局
招商局 企業誘致 公室
園林管理局
新聞出版局
環境衛生管理局
建築管理局
効用事業管理局
城市管理局
史志 公室
畜牧 公室
野菜 公室
不動産開発訴訟管理委員
会
物資流通協会
商業協会
機械電子工業協会
軽工業協会
医薬化学工業協会
紡績工業協会
建築材料工業協会
石炭工業協会
軽工集団企業連社
販売合作社

档案局
機関事務局
農機管理センター
北京駐在事務所
香港駐在事務所
深 駐在事務所
南寧駐在事務所
瀋陽駐在事務所
桂林駐在事務所
北海駐在事務所

出所：楊鳳春『中国政府概要』，北京大学出版社，２００２年８月，北京，３７９～３８１頁。
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支二条線」の実行にあったのである。中国には「地方自治」とか，「地方独自

の財源」という意識も発想も生れなかったのである。それはすべて，土地所有

を排除したことに起因している。私的所有制の廃止は，すべてを「国家」所有

に「偽装」することによって，地方の資産という発想の誕生すら認めなかった。

ここで注意を惹いておくべきことは，計画経済の時代に国家意思はこのように

県域にまでは確かに及んでいたということ，しかし，その先に存在した今日の

郷鎮である人民公社にその意思が及んでいたのか，いなかったのかという問題

は未解明のまま残されてきたということである。それは，本節の冒頭に記した

「皇権は県以下に及ばず」という命題に深くかかわることであるが，我々はま

もなくその問題を取り扱うことになる。

その機能，「事権」について言えば，県は，中国全体と省級政府のミニチュ

ア版であるとするここでの前提は，しかし，改革開放以前の情況について十分

な実証はできない184。改革開放以後の状況をここでは利用することにする。県

を含めた地方政府の機構肥大化は，中国でもたびたび問題視されてきた。我々

の概念である「地方公務員」に相当する人々のことを幾分かの妬みと皮肉を込

めて「吃皇米的人」（皇帝米を食べる人）と呼ぶが，その数は前号でも見たよ

うに膨れ上がっている。

１９８０年代の改革開放の時代，中央政府は既述のように，地区行政公暑の整理

を通じて省の県への関与を「市轄県」へと改めた。その際，同時に県の党政機

構の簡素化を指示している。１９８３年，各地で地方人民政治協商会議が建立され，

又，県レベルに人民武装部が設置されたのを受けて，国務院所属の国家編成委

員会は，共産党の県委員会の工作機構を５～６に，県人民政府の機構を２５程度

にする規定を設けた185。さらに，１９９２年，中国共産党中央は県行政府の簡素化

の必要を強く指摘し，あるべきモデルとして「一 ，一室，一中心（センター），

六委，十局の計１９部門」を方向付けた186。県政府は大きく３部門化され，①執

行系統，②情報系統，③監督系統からなり，①の執行系統には，計画委員会，

農業委員会，工業委員会，商業委員会，公安局，司法局，民政局，労働人事局，

教育科学文化衛生委員会，都市建設環境保護交通委員会が，また②の情報系統

には，政府法律顧問室，情報諮詢研究センター，統計局， 公室が置かれ，さ
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らに③の監督系統には監察局，標準計量局，工商物価局，財税局，会計検査局

が置かれることになっていた。

行政機構の総元締めである国務院の改革に対応して，下位の政府も改革を実

行してきたといわれる187。しかし，現実はこのとおりには進んでいない。例え

ば，山東省単県政府188の場合は次の４５の機構を持っている189。

これに党機構が加わる。県の党機関は一般に「三委」，「三部」の機構，即ち，

規律委員会，政法委員会，保密委員会と組織部，宣伝部，統一戦線部である。

先の中国共産党中央の「１９部門」の通知にもかかわらず，行政を担う県人民

政府の場合，「必設機構」は実際には３０あまりに上っている。即ち，政府 公

室，計画委員会，経済委員会，科学技術委員会，経済体制改革委員会，計画生

育委員会，人事局，労働局，民政局，会計検査局，統計局，監督局，物資局，

土地管理局，城市建設局，公安局，司法局，工業局，工商行政管理局，財政局，

公室

林業局

計画委員会

国税局

経済委員会

地方税局

財政委員会

食糧局

農業委員会

文化局

外部経済委員会

放送テレビ局

教育委員会

衛生局

科学委員会

会計検査局

計画生育委員会

統計局

体育改革委員会

工商局

建設委員会

技術監督局

民政局

郷鎮企業局

労働と社会保障局

環境保護局

財政局

土地管理局

人事局

野菜局

監察局

農業機械局

公安局

畜牧局

司法局

経済協力 公室

不動産局

史志 公室

交通局

僑務 公室

物価局

宗教 公室

水利局

多種経営 公室

農業局
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税務局，電業局，交通局，商業局，糧食局，教育局，文化局，衛生局，放送テ

レビ局，農業局，水利局，畜牧局，林業局，郷鎮企業管理局である190。市場経

済化は当然のことながら「大きな政府」から「小さな政府」への移行を意味す

る。しかし，中国では，いくつかの理由で政府機構の肥大化が逆に進んでいる

のである。

また，内モンゴルにある赤峰市下の翁牛特旗の行政機構は，２００１年の機構改

革で５７に増えている191。その５７機構は以下のとおりである。

中国地方政権の研究に関しては，のちの郷鎮や村庄の研究と同様に，今のと

政府 公室

計画委員会

農牧委員会

経済貿易委員会

情報 公室

扶貧 公室

体制改革委員会

生態 公室

法制 公室

西部開発 公室

統計局

人事と労働局

農調隊

都市調査隊

県志 公室

事業単位編成

農業局

畜牧局

牧現 公室

林業局

水利水産局

郷鎮企業局

農業機械局

交通局

地鉱局

企業誘致局

物資局

城建局

環境保護局

土地局

財政局

商業局

食糧局

国税局

地方税局

販売社

収費局

国資局

教育局

文化と体育局

衛生局

計画生育局

放送テレビ局

科学技術局

档案局

外事旅遊局

地震局

民族宗教局

監察局

技術監督局

会計検査局

工商と物価管理局

民政局

公安局

司法局

障害者連

地名 公室
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ころ，社会学や社会人類学の分野における研究が先行している感がある。周慶

智の著書もその一つで，マックス・ウエーバーに依拠しつつ，中国の中間政権

がその官僚機構のゆえに肥大化していく過程を克明に追いかけた力作である192。

作者が対象とする県は，内モンゴルにある赤峰市下の翁牛特旗で，少数民族の

自治区である内モンゴル固有の「旗」という行政機構の内部分析である193。「県」

と同様に扱ってほぼ差し支えない。

翁牛特旗では，１９７８年末の改革開放以来，行政機構の大規模な改革が１９８５年，

１９９２年，２００１年の３度にわたって行われている。１９８４年以前は，政権機構が膨

張を重ねた時期である。それは文革によって追放された幹部の復権と幹部の隊

列を「革命化，専門化，低年齢化，知識化」することが必要とされたことによ

る。政府機構はこの「政治任務」を果たすために「無条件」で拡張され，４７万

３０００人の「旗」に，５３の「局」，「委」，「 」，「室」，「台」が置かれた。１９８５年

にはこの肥大化した機構を簡素化し，３５の機構に縮小した。その内容は以下の

ようなものである。

第二軽工業局を手工業連合社に改組，

物資局を物資販売公司に改組

放送局を放送ステーションに改組

愛国衛生運動委員会を衛生局に編入，

職業教育 公室を教育局に編入，

モンゴル語文 公室を民族事務委員会に編入，

編成委員会を人事局に編入，

不動産科を廃止，不動産監理所を設置，

農機局を廃止，農機管理ステーションを設置，

地震 公室を廃止，地震観測ステーションを設置，

１９９２年の改革は「小さな政府，大きな奉仕」の改革の方向に沿ってなされた。

県政府部門は１９個に減少， 公室，計画と経済局，農牧委員会，公安局，教育

と科学技術局，民政局，人事と労働局，財政局，衛生局，計画生育局，工商行

政管理局，会計検査局，統計局，城郷建設環境保護局と土地局，司法局，民族

宗教事務局，文化体育局，交通局，郷鎮企業局の１９である。税務局は垂直管理
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機構となった（国ないし，省・市の出先機関）。

このほかの撤廃された機構は，市場経済化の諸条件に適合させるために，政

府の公的部門から離れて，何らかの社会機構に姿を変えることになったのであ

る。商業局は商貿総公司，糧食局は糧油経営総公司に変わり，経済実体あるい

は服務実体に変わった。農業局は農業服務センターに，畜牧局は地区牧業服務

センターに，農機局は農業機械化服務センターに変わり，行政序列から退出し

た。

注意すべきは，「公」的政府の「室」（ 公室），「局」，「委」（委員会）とい

う機構が，「公司」（「総公司」），「ステーション」，「センター」（中心）へと変

わったとき，それが行政機構からの古い部門の切り離しを意味し，公的機構の

民間機構への移行を表しているということである。後に，我々はさらに下位に

位置する郷鎮政府における政府部門の「独立採算化」という「奇妙な」事態を

見ることになる。しかし，「民間化」した機構，「独立採算」の機構は，政府に

より権限を与えられ，行政職能を行使，今なお依然として公印を保有している。

政府の「公」的機関としての実態は何も変わっていない。さらに，「公司」，「ス

テーション」，「センター」への移行時には，逆に人員が増強されることが普通

に行われている。

市場経済化の進行する時代に，なぜ行政機構が肥大化していくのか，一つに

はマックス・ウエーバーが言うように官僚機構の自己肥大化という習性が作用

しているのは間違いない。これに中国の特殊事情が加わる。一つはこの内モン

ゴルに見られたように，１９８０年代，文革が終了してまもなくのころ，追放され

た幹部の復権の必要があったということ，もう一つは農村において，人民公社

体制の下，土地に対する過剰な労働力が就業への巨大な圧力要因となっていた

こと，それは農村の地縁血縁関係の下，容易に公的機構に人員を吸収させるこ

とにつながっていった。しかし，この点はまだ実証できていない。

計画経済から市場経済への移行とは，中国の場合，次のような内容を持って

いたことに注意を要する。計画経済が経済活動のすべてを取り扱ったために，

構造的に県級政府には，他の級の政府と同様に公的政府のすべての機能が備え

られていた。ただし，「財権」については，そのかぎりではなかった。それは
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中国の国家，社会の縮図でもある。それはけだし以下のような事情による。

１９５６年に社会主義的改造が行われ，農家は高級生産合作社に統合された。都

市の私営企業も，手工業も，資本主義企業もすべてが国営ないし集団企業に変

わった。国営企業になったということは，企業が国家機構の中に組み込まれた

ということであって，企業の内部には，共産党や行政府の派遣機構が設置され

た。共産党が，一政党にもかかわらず，国家機構の中に組み込まれたのと軌を

一にしていたのである。企業は，生産活動を行う以外に，国家の行政その他の

機能を実行する末端の単位であった。ここから，中国に独特の「単位」制度が

生れた。「単位は一種の社会機構である194」。

都市において，人々はこの「単位」の一員として，食糧や綿布，砂糖や食用

油の配給を受け，順番待ちながら，将来の自転車やテレビの購入の権利を与え

られた。家屋も提供され，定年後の生活保障も所属する「単位」によって保障

された。「単位」は生産活動をおこなうほかに，その内部に学校や幼稚園，病

院，託児所，老人ホーム，理美容院，商店，食堂，浴室，デパートをもち，「単

位」の中の人々の生活を充足していた。企業によっては，企業の内部に循環す

るバスを備え，あるいは大学を設置するものまであった。企業の所有する乗用

車等はそれに必要なガソリンやディーゼルを，国家が指定し，配分して，その

「単位」と契約したスタンドで補給する定めになっていた。すべては「単位」

を基準にして回転し，人々はこの「単位」から離れては，日々の生活を維持す

ることは到底できなかった195。そしてそれらを党と国務院がコントロールして

いたのである。

改革，即ち市場経済化への移行は，こうした生産活動以外の企業の持つ「業

務」を企業から切り離すことでもあった。食糧を，綿布を「単位」から配給さ

れるのではなく，自分で街の商店へ買いにいくこと，「単位」が丸ごと負担し

ていた電気代や上下水道の料金を自分で負担すること，ガソリンは自分で購入

することなどが，「単位」の構成員に対して「改革」が求めた変化である。今，

都市で人々は住宅購入に熱を上げている。住宅を含めた不動産ブームの加熱は

主に外資によって煽られており，それがバブル化しているものの，こうした「市

民」の需要も一部反映していることは確かである。医療や年金にかかわる「単
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位」保障は，今や「社会保障」に向かわざるを得なくなっている。ある意味で，

改革の一番の難題はこの「社会保障」を如何に制度化するかにある。

生産単位でありながら，生活コミュニティの性格を色濃く持っていた「単位」

は今このように変わりつつある。だが，他方で市場経済化の中で登場してきた

「後勤集団」のように，生産活動本体以外の「業務」を「独立」させて，独自

の法人組織をつくり，従来と同じように様々なサービスの提供を継続している

事実も多々見られる。市場経済化がそれまでの「国営企業」によって矮小化さ

れている実例である。

その点は，農村の市場経済化にも顕著に現れている。かつての人民公社時代，

各人民公社には，農業機械管理や優良種管理，普及のための機構が人民公社の

機構として設置されていた。今は市場経済の時代であり，経営主体は個々の農

家に変わったから，これらの人民公社の「公的」な機構はまず例外なく，そう

した「事業」機構を独立化させ，「公司」形態，あるいは「ステーション」形

態を採るようになったのである。人民公社が丸ごと採用していた業務，即ち貨

幣処理を必要としなかった業務が，市場商品化された。改良・優良種を個々の

農家に現金販売すること，農業機械の修理を有償にて行うこと，また，独立し

た機構としての「機械耕耘」，「機械収穫」，「機械脱穀」などの「ステーション」

が有料で農民に農業業務サービスを提供すること，等々，農村の市場経済化と

はこうした内容に他ならなかった。個々の農家に，外地の肥料会社が化学肥料

を販売しようとしても，それは農村の機構を通さなければ不可能なのである。

市場経済化は，このように既存の機構を「変形」して維持する中で，あるいは

その機構を肥大化する中で進められている。

地方機構の肥大化について中国の「法」制度上の欠点を指摘するのは楊鳳春

である。それによれば，総体的に見て，現在，地方政府機構にかかわる立法は

なく，各地方政府設立工作の原則は曖昧模糊としている。実際にどのような政

府機構を形成するかは，法律上の規定によるのではなく，実際の工作のなかで，

行政上の連続性，上級領導部門の指示，関連機構問題の特殊政策などによって，

影響をうけている196のが実情である。

そもそも，一つの地方政府機構が地方政府の構成部門になるか否かには直接
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の明確な基準はない。『地方組織法』の規定によれば県級以上の地方各級政府

の庁，局，委員会などの工作部門の設立，増加，減少あるいは合併は，本級政

府が一級上の政府の批准と本級政府の人民代表大会の承認を受ければ可能と

なっていて，法律上の明確な根拠はないのである。わずかに，「地方組織法」

による会計検査部門と「観察法」による監察部門の二つが必須設置機関にされ

ているだけである。つまり，法律に基づいて設置されている機関はこの二つだ

けである。だから，厳格な中央集権型の行政機構が，財政の「統収統支」を実

行する過程で，おのずから，その必要に応じて中央行政機構のミニチュア版の

設置を各級の政府機構に要請していくことになったのである。そのことは，地

方政府機構の設置を一面で基本的にモデル化することにつながっていったし，

不同の層級，不同の類型の地方政府機構の設置には，はっきりした差を見いだ

せない根拠ともなっていくのである。これは，各級の横の面でも，また，中央

から省，地区公署，県にいたる縦のラインにもいえることである。

また，地方政府の各層面には各種不同の層次，不同類型の機構が複雑に存在

する。その中で，それ自体が地方政府構成単位資格を具有する機構としての地

方構成部門があるが，この他に，各種形式の「非地方政府構成部門」がある。

例えば，直属機構， 事機構，臨時機構，事業単位，さらには上一級の政府が

派遣する駐在機構などである。こうした機構の中で，上級政府が設立する機構

以外は，地方政府の領導に入る。

また，地方政府の領導を受ける機構が地方政治と行政において占める地位は

それぞれ違っている。ある機構は独立性が強く，独立した行政法律地位を持っ

ている。あるものは法律主体の地位を持たない。あるものは，地方政府を代表

して，特定の社会事務を管理する職責を執行する。あるものは，地方政府首長

と機構に服務する，等々である。

ここで重要なのは，それぞれの機構の責任者(＝首長）には，地方人民代表

大会の任免を受けることを必要とする者と，地方政府の任免を受けるだけです

む組織の責任者の二種類があることである。

要するに，どの部門を地方政府の機構にするかは，一級上の政府にゆだねら

れ，規模人員数などは本級の人民代表大会によって決定される。よって，地方

－１４０－ 中国村庄の政治と経済（２）

人民代表大会は，一部の地方政府構成の人員の任免権を持っており，一定，地

方政府の機構，規模と人員構成に影響力を持っているといえる。だが，もう一

つの側面として，非構成部門の地方政府機構の批准を行わないし，その部門の

首長の人事権は人民代表大会にはない。この点が地方制度の面での法律と政治

の欠点になっている197。それ故，地方行政政府は，必要に応じて，地方議会に

相当する人民代表大会の承認なしに，機構を設置することができる仕組みに

なっている。さらに，実践の中では，地方政府は国務院による機構改革法案の

制限を受けない「二級機構」を設立したり，行政機関を先に見たような「事業

単位」に転換したり（「公司」，「ステーション」，「センター」化）して制限を

避けてきた。だから，実際に政府行政機構の地位を具有する機関数量は正式に

機構の中に組み入れられた数量よりも明らかに多い。よって，各級地方政府の

実際の機構数量は一般の正式規定よりも多い198。地方政府機構の設置は一面で

基本的にモデル化されていて，不同の層級，不同の類型の地方政府機構の設置

にはっきりした差はない。このことはまた，，政社，政企，政府と個人の分離

程度を低くし，総体としての政府の超大，超強地位につながっていった。その

規模と人員数量は，膨大なものになり，これが，地方機構の肥大化に容易につ

ながっていくのである。

こうした機構の肥大化と前号で見た「分税制」の導入にともなう財源の萎縮

は農村の政府である県の財政危機を招いた199。県の大半は赤字である。統計に

よれば，全国の７８％の県が財政赤字に悩んでいる200。全国で１０８０の県が職員の

賃金を払えないでいる。そのうち６０％は，のちに見る農村義務教育にかかわる

教師の賃金である201。２００１年の末までに中西部の４９県は１６３億元の財政赤字を

記録している202。全国的には，県級は４１００億元の赤字を出している203。２１世紀

にはいって，農村の税費徴収問題の解決に向かった国務院は，２００３年３月，『農

村税費改革試点工作を全面的に推進することについての意見』を発表，２００３年，

３０５億元を地方政府へ譲渡した。WTO加盟に伴う農業保護の転換に伴って，生

産者への直接補填制度への切り替えを始めた中央政府は，２００２年，直接補填対

象県を２００２年の３県から，２００３年には１３の省区へと拡大した204。
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注

154 前号注29参照。
155 朱光磊『当代中国政府過程』天津人民出版社，2002年9月，天津，359～360頁。
156 楊鳳春，前掲書，338頁。
157 この「二元機構」という用法は，今日，中国の経済学でも社会学でも法学でも当然
のことのように使われている。中国の歴史的事情によって，都市と農村を厳格に区
切り，都市の工業化のために農村を後方基地とすることが「二元機構」であった。2000
年代に入って，この二元機構を解体することにこそ，中国の近代化の方向があると
いう主張が増加しつつある。だが，1990年代に盛んに言われたことは，「農村城鎮化」
を推進することであった。農村の郷鎮企業に勤め，労働賃金を受け取り，「離農不離
土」（農業を離れ，故郷からは離れない）で土地に定着するというものである。だが，
実際は郷鎮企業の多くが行き詰まり，農民は「民工潮」という出稼ぎに出ている。
この「二元機構」をよくも悪しくも象徴しているのが「戸籍制度」である。

158 浦興祖『当代中国政治制度』復旦大学出版社，1999年8月，上海，188頁。
159 朱光磊，前掲書，359頁。
160 李懐印「中国郷村治理之伝統形式：河北省獲鹿県之実例」，前掲，『中国郷村研究』
第一輯，65頁。なお，著者の解説によれば，「半正式」(semi-formal)あるいは「半官
半民」(semi-official)という用語は官の側が民間の税収組織である里甲と治安ネット
ワークである保甲を強化している状況に用い，「非正式」(informal)，「非官方」(non-
official)は，その「半正式」制度が衰退したのちに「里甲」や「保甲」を代替する各
種の地方の内部制度に用いている。

161 人民公社時代に，県政府がいかなる機能と役割を担っていたかは，新中国建国後の
農村経済の理解には欠かすことのできないまことに重要なテーマである。だが，今
日の時点で，人民公社の仕組みはある程度解明されたとは言うものの，県の詳細に
関しては不明である。県は，その意味でも外部から見れば「グレイゾーン」のまま
である。だが，前号の江蘇省海門市における土地収用問題にも見られるように，農
村の集団的所有に属する土地の「使用権」売却主体として登場することが多くなった。

162 趙夢涵「新中国財政税収史論綱」経済科学出版社，2002年11月，北京，427～430頁。
163「三線建設」については，陳東林『三線建設 備戦時期的西部開発』中共中央党校
出版社，2003年8月，北京，に詳しい。

164 李新影，李鳳，唐鳳君「関於加快県域財政経済発展要求」，『財政研究』2004年第1
期，45頁。また，これによると，県域の財政の規模はさほど大きくない。2002年の
全省66の県（市）の財政収入は82.8億元で，平均各県のそれは，1.24億元である。1
億元以上の収入を持つ県は，50.8％とある。

165 東部先進地帯の浙江省の場合，県域の経済力は群を抜いている。2002年の調査によ
れば，総合指数による全国の県の100強が次のように報告されている。
広東省：順 区，南海区，三水区，増城市，揚中市，新会区，高明区，恵陽区，

鶴山市，斗門区，開平市，従化市。
江蘇省：昆山区，張家港市，江陰市，常熟市，太倉市， 江市，武進区，宣興市，
丹陽市，金壇市，靖江市，海門市， 陽市，通州市。
浙江省：蕭山区，紹興県， 州区，慈溪市，義烏市，余姚市，余杭区，海寧市，
玉環県，嘉善県，温峰市，平湖市，桐郷市，楽清市，瑞安市，富陽市，諸曁市，海
塩県，上虞市，永康市， 清県， 泗県，東陽市，象山県，温江県，奉化市，新昌
県。
上海市：南 区，奉賢区，崇明県。
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福建省：晋江市，石獅市，福清市，恵安県，長楽市，南安市。
山東省：栄成市，文登市，龍口市，鄒城市， 南市， 州市，長島県，蓬莱市，
州市，招遠市，寿光市，章丘市，章丘市，即墨市，菜州市，桓台県。
北京市：大興区，懐柔区，密雲県，平谷区。
内モンゴル自治区：二連活特市，東勝市，集寧市。
河北省：三河市，鹿泉市，大広自治県，任丘市。
河南省： 義市。
遼寧省：海城市，長海県。
四川省：双流県，温江県， 県。
天津市：寧河県，静海県。
黒龍江省：綏芬河市。
新疆ウイグル自治区：庫尓勒市，石河子市。
吉林省：延吉市。
甘粛省：阿克自治県。
この100県の省ごとの分布は，浙江省が26，江蘇省が15，山東省が15，広東省が11，

福建省が6，北京市が4，河北省が4，内モンゴル自治区が3，上海市が3，四川省が3，
天津市が2，遼寧省が2，新疆ウイグル族自治区が2，あとは吉林，黒龍江，河南，甘
粛がそれぞれ1となっている（『中国数字報告。』640～643頁）。別のデータである廖
暁軍主編の『2004財税改革縦論――財税改革論文及調研報告文集』経済科学出版社，
2004年9月，北京，に掲載されている総合司，王保安，汪義達，黄燃，趙倩，それに
予算司である鄭湧の『完善省以下財政管理体制，促進城郷協調発展』によれば，同
じ2002年のデータとして，全国100強県の分布は次のようになっている。浙江省27，
江蘇省と山東省が21ずつ，広東省が9，福建省が7となっており，若干の食い違いが
見られる。後者の解説によれば，2002年，浙江省の27県だけで，全省の GDPの45.6
％を生み出しているという（同書，341頁）。沿海経済地域の経済力は県級に及んで
いることが確認できる。

166 浙江省では，2002年，29の県が財政総収入で5億元を記録している。浙江省の県級
市は22，県の数は35で，合計57の県級行政体の半分強が5億元の財政総収入を得てい
る。

167 海南省財政庁，「建設穏固的財政 呼喚加快工業化進展－1998～2002年海南省 GDP
與税収収入分析」同書，471頁。

168 謝自奮，凌耀初『中国県域経済発展的理論與実践』上海社会科学院出版社，1996年
3月，上海，4頁。

169 同上，5頁。
170 同上，6頁。
171 2001年の第2回全国県域経済基本経済力評価結果によれば，全国では GDPで50億元
を超えた県域が262ある。そのうち，東部地区には191，中部地区には52，西部には19
ある。全国の県域経済100強のうち，東部は93，中部は65，西部はわずかに2，また，
全国の県域経済の発展水準を Aから Jの10級に分類した場合，最強の A級は東部が80
％に当る160を占め，中部は15％の30，西部は5％の10という結果が出ている。最弱
の J級中，東部は4％の10，中部は14.3％の36，西部は81.7％の206となっている（鄭
炎成，魯 銀「県域経済発展不平衡対地区差距的解釈力分析」，『財経研究』第30巻
第7期，121～122頁）。

172 中国の省市区地名に用いられる地名を参考までに解説しておく。（ ）内は省都で
ある。人口は2002年末現在，出所は『中華人民共和国行政区画簡冊2004』である。
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遼：遼寧（瀋陽），2649万人
京：北京（直轄市），1143万人
津：天津（直轄市），927万人
滬：上海（直轄市），1334万人，
冀：河北（石家庄），6742万人
魯：山東（済南），9069万人
蘇：江蘇（南京），7127万人，
浙：浙江（杭州），4536万人
：福建（福州），3332万人
粤：広東（広州），7649万人，
桂：広西チワン族自治区（南寧），4791万人，
瓊：海南（海口）779万人，「 」とも書く。
黒：黒龍江（ハルピン），3732万人
吉：吉林（長春），2649万人
晋：山西（太原）3245万人
内蒙古：内蒙古（フホホト），2335万人
皖：安徽（合肥），6369万人，
：江西（南昌），4263万人
豫：河南（鄭州），9683万人
鄂：湖北（武漢），5978万人
湘：湖南（長沙）6564万人，
渝：重慶（直轄市），3114万人
川：四川（成都），8474万人，「蜀」が用いられることがある。
黔：貴州（貴陽），3748万人，「貴」が用いられることがある。
：雲南（昆明），4141万人，「雲」が用いられることがある。
蔵：チベット自治区（ラサ），255万人
陝：陝西（西安），3611万人，「秦」が用いられることがある。
甘：甘粛（蘭州），2568万人，「隴」が用いられることがある。
青：青海（西寧），487万人，
寧：寧夏回族自治区（銀川），573万人
新：新疆ウイグル族自治区（ウルムチ），1860万人

173 前掲，謝自奮，凌耀初論文，7頁。
174 中国の農村労働力の移動の空間的な広がりについてもここである程度鮮明にしてお
きたい。一部統計では省を超えた人口流動が顕著に見られる。また，一部，内陸四
川省等から沿海部の深 や広東，北京，上海に大量の「民工潮」と呼ばれる出稼ぎ
型の労働力移動が行われているのは事実である。だが，一般的傾向として，人の移
動はそれほど広がっていない，という報告やデータもある。経済の発達している江
蘇省の例で言えば，省外へ移動するのはわずかに4.61％に過ぎず，本省内の県外へ流
出する者の6.52％を加えたとしても88.86％は県内の移動にとどまっているという報
告もあるのである（江蘇省農調隊「江蘇省農村労働力転移対策研究」，国家統計局農
村社会経済調査総隊『2003中国農村経済調研究報告』中国統計出版社，2003年12月，
北京，38頁）。県は，もちろん多様な例はあるものの，中国農民にとっての，基本的
な行動空間なのである。

175 孫学玉，伍開昌，「構建省直接管理県市的公共行政体制－一項関於市管県体制改革
的実証研究」『政治学研究』，2004年第1期，35～36頁。
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176 新式畜力農具の位置づけとその生産に全国経済が動員されていった様については拙
稿「新中国の農具工業の動向」，『北海道大学経済学研究』，第29巻第1号を参照。

177 今日，中国共産党の権威ある文件もこの事業の失敗を率直に認めている。武力，郭
有貴『解決《三農》問題乃路―中国共産党《三農》思想政策史』中国経済出版社，2004
年1月，北京，404頁。

178『改革開放十四年紀事』中国共産党中央党校出版社，1994年，4月，北京，355頁。
179 孫学玉，伍開昌，前掲論文，36頁。
180 謝自奮，凌耀初，前掲論文，7頁。
181 同上，7頁。なお，人員の削減数は不明。
182 楊鳳春，前掲書，381頁。
183 新中国の歴史に於いて，1958・1959年の「大躍進」の時期，そして1966年から10年
間続いた「文化大革命」の時期は，どちらも「ノーマルではない」時期である。こ
の時期，経済の管理権は，大幅に地方へ「下放」された。後者の「文化大革命」の
時期には党と政府が一体となった「革命委員会」が各地でつくられて，政治と経済
は混乱した。その意味で改革開放にいたる新中国の歴史時期で，伝統的な計画経済
体制が曲がりなりにも成立していたのは，非常に短い時間であったといえる。

184 改革開放以前も含めた新中国の農村ミクロ機構の研究は最近ようやく進められるよ
うになった。そのすぐれた成果の一つに梅 平，『中国農村微観経済組織変遷研究』
中国社会科学出版社，2004年10月，北京，がある。

185 朱光磊，前掲書，361，362頁。
186 郭文英，劉士林「対県級政府機構改革的幾点思考」，人事部行政管理科学研究所等
編，蘇玉堂主編『地方機構改革研究』，中共中央党出版社，1992年12月，北京。

187 伝統的計画経済時代の，詳細な地方行政機構の構図を示すことは現在ではまだ不可
能である。

188 中華人民共和国民政部編『中華人民共和国行政区画簡冊2004』85頁によれば，単県
は，荷澤市の下轄県で，2003年の年末段階で1702平方キロメートルの面積，116万人
の人口を持つ。山東省の最西南部に位置し，安徽，河北の両省と接する。中心地は
単城鎮である。

189 楊鳳春，前掲書，381頁。
190 朱光磊，前掲書，362頁。また，本文に列挙した各機構が一般的なものだとすれば，
地方各県の個別事情によって設置される機構もある。例えば，中原地方のたばこ栽
培農家が多いところでは県人民政府に「タバコ局」が設置されたりする。また，別
の地方では「宗教局」を設置したり，農業局と農業委員会が併設されていたりする。
要するに，国務院の「通知」による方法であって，法律的な縛りがない事情が示さ
れている。

191 周慶智，「中国県級行政結構及其運行－対W県的社会学考察」貴州人民出版社，2004
年5月，貴陽，29頁。

192 同上。
193 中国の社会学の調査報告では，対象地名を匿名扱いにすることが慣例になっている。
それ故，この書の表題にはW県という形で地名が隠されているが，周辺地理名や内
容分析及び，『中国地名事典』等と比較対照の結果，赤峰市下の翁牛特旗と特定する
ことにした。土地面積，人口，産業構造，交通アクセスの描写等から，W県は翁牛
特旗である。

194 李漢林『中国単位社会 議論，思考與研究』上海人民出版社，2004年7月，上海，12
頁。

中国村庄の政治と経済（２） －１４５－



195 例えば，1950年に成立した中国青年出版社の福利制度は次のようになっている。福
利施設；食堂1，昼食一食の提供，その従業員4名：図書室，閲覧室，理髪室各1，従
業員各1：医務室1，従業員2人：補助項目；親族訪問旅費，住宅補助，衛生費，入浴
理髪費，燃料補填，水・電力費，生活困難補填など8項目。また，1993年時の中央電
視台の福利は以下のようなものである。福利施設；食堂3，レストラン1，喫茶店1，
図書室3，閲覧室1，公共浴場2，美容院1，医務所1，トレーニングセンター1. 補助項
目；親族訪問費，住宅補填，衛生費，書籍・新聞費，一人っ子費，入浴理髪費，燃
料補填，水・電力費補填，生活困難補填，交通費補填など9項目。以上は，周翼虎，
楊暁民『中国単位制度』中国経済出版社，1999年3月，北京，55頁。
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－１４６－ 中国村庄の政治と経済（２）

６．県域と郷鎮人民政府の財政赤字

県が貧困と財政赤字を「象徴」する機構であるとすれば，その下に位置する

末端の郷鎮人民政府も同じように貧困と財政赤字の当事者である。その人員構

成を含めた機構の肥大化と財政収入源の先細り現象は，最も直接に農村・農民

に対峙しているという事情からも，その深刻度は県以上である。宮希魁によれ

ば，全国の郷級財政が扶養する人員数は２００１年の時点で８７０．９万人に上った。

この数字は，全国全体の４０１６１の郷鎮の職員数であって，平均１郷鎮（人口２

万～３万人）の職員数は２００余人である。全国政府の全財政収入の７％で，２０

％の財政扶養人員をかかえていることになる。１９８８年の財政総支出中，郷鎮財

政が扶養する人員のための経費は６７．８３％に上った。１０２０の全国の代表的郷鎮

調査によれば，１つの党政機関は１６の機構をもち，平均して正常編制の２－３

倍に該当する１５８人の人員を抱えていた。これにプラスして郷鎮の下属単位（各

種事業単位）数は１９で２９０余人に達していた。この郷鎮の工作人員数は２０世紀

５０年代の県の規模を超えているという205。

８７０．９万人の人員を抱えているということは，ひとり年間１万元（２００４年１２

月のレートで１２万日本円）の給与として８７０億元の経費になる。しかし，郷鎮

財政収入の大半を占める農業税は全国で年間５００億元にしかならない。，この

差額を埋めたのが，前述の自籌であり，「農民負担」なのである。

農村の一人当りの年間純収入は，表２に表されている。全中国で農民の所得

が上昇していることは，都市民との格差が依然として大きいことを捨象しても，

確認されている。統計によれば１９７８年の都市居民の平均収入は３４３．３元でこれ

が１９９７年には５１６０．３元と増大している206。農民一人当りの収入は１３３．６元から

２０９０．１元へと伸びているから，その増大率は都市居民のそれを超えていた。だ

が，２００２年には農村の収入が２４７５．６３元，都市のそれは８１７７．４元である。伸び

率は再び都市が大きく上回るようになった207。だが，陸学芸が指摘するように

中国西部の郷鎮には今なお貧困にあえぐ郷鎮が多い。西部郷鎮の９０％は財政赤

字で平均負債は８００万元，９０％の村は負債をもち，その平均額は６０万元以上と

いう208。
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今日の郷鎮政府はかつての人民公社である。人民公社は，県政府の指導の下

で，およそ３万人規模の農村の政治と経済を担った中国社会主義に特徴的な組

織であった。しかも行政と経済，党指導の３本柱が組織的に機能していて，上

から公社本体－生産大隊－生産隊の三級の所有制を有していた。生産活動の基

本的な実施部隊は生産隊であって，また，分配もこの生産隊を単位に行われた。

生産隊はほぼ，自然村にもとづいて結成されていたが，この自然村を１５ほど集

めた生産大隊が人民公社時代の第２級の所有主体であって，これが今日の村民

委員会の前身である。村民委員会は，生産隊が自然村として名称を復活したの

に応じて，時として，行政村と呼ばれる。現行憲法は第１１１条で，国家機構の

基層大衆性の自治組織としての性格を規定しており209，また１９９８年１１月に制定

された『中華人民共和国村民委員会組織法』は，その第２条で「村民委員会は

村民の自己管理，自己教育，自己奉仕の基層大衆性の自治組織」であって，「公

共事務，公益事業，民間紛争の調停和解，社会治安の擁護」210などを処理する

としている。

人民公社は，以前の郷政府の後身である。１９５３年から始まった第１期五カ年

計画の期間，各地は試点的に郷財政を作ることを始めた211。一定の収支範囲で，

一定の財政管理権限が郷に与えられた。ただし，県が郷に対して実行した財政

管理体制は基本的に「収支二条線」で，郷自身にはいかなる機動財力もなかっ

たのである212。当時，郷には１名の財政糧食事務員がいて，農業税徴収と郷鎮

行政事業経費支出等の管理工作に責任を負っていた。だから，建国初期創設の

郷級財政は，一級の完成した財政ではなく，当時の郷政府は上級政府によって

派遣駐在し，支出の支払いを行っていた出先機関としての郷（区）“公所”に

すぎなかった。

１９５８年，郷政府は人民公社に変わり，もとの郷財政と農業協同組合の財務は

合併して公社財政となった。だから，公社財政は公社自身の財務収支を包括し，

また，一部の国家財政収支をも包括するものとなったのである。同年１２月，中

国共産党中央と国務院は『農村財貿管理体制を改進することについての決定』

を発布し，人民公社に「財政包干」を中心とする内容の財政管理方法を実行し

た。公社財政体制はこうして形成された213。

－１４８－ 中国村庄の政治と経済（２）

人民公社は，都市における全人民所有制の企業や事業と違って，集団経営管

理組織であった。公社内には，「農業技術推進普及站（ステーション，以下同

じ），農業機械監理站，水利站，経営管理站などの農業生産と農村経済服務機

構がおかれ，また，販売合作社が，農村の唯一の流通部門として農業生産手段

と生活消費物資の供給に責任を負っていた。さらに，食糧管理站が置かれ，食

料の統一購入と販売，備蓄，調節に責任を負い，文化站，放送站，衛生院が農

民の精神文化や医療保健を担当していた」214。だが，その経済体制は，あくま

で国全体の計画経済体制の枠内に置かれ，その運営は上意下達の指令性システ

ムでなされていた。その内部機構は「条条」監理（縦割り）が主であって，各

「站」，「所」，「院」はすべて上級の行政部門や事業部門の下部機構となり，業

務活動はすべて上級の指令で行われた。人員の給与や事業費用は初期には「財

政包干」の方法が採用されたが，のちに「財政統包」の下，「統一収入・統一

支出」でなされるようになった。人民公社が徴収した農業税付加は，一定の比

率で人民公社に帰属したが，公社の収入は一度すべて県に上納され，公社の支

出もすべて県から支給されるという制度であった。人民公社の幹部は集団所有

制にもかかわらず，国家幹部の待遇を受け215，国家の人事部門によって統一的

に配置されていた216。この点から見れば，人民公社は事実上国家機関であった

ともみなしうるし，１９５０年代に確立しかかった郷鎮財政は事実上消滅したと理

解できる。

上級の県の財力や権力が垂直的に及んでいた人民公社の財力とその業務を一

覧するとすれば，表２６のようになる。注目すべきは，国家を体現する県レベル

の文教予算経費と公社内の支出が同じ項目でなされているということである。

ここでの関心は，公共サービス（中国語では「公共物品」という使われ方が

支配的である）の提供主体としての人民公社及びその後の郷鎮政府である。し

かし，今日，人民公社時代の公共サービス提供に関しては，正反対の評価が存

在している。表２６に重複的に現れたように，公社内収入でどこまでがまかなわ

れていたのか，という問題である。田野，朱連心は，中国では，長期にわたっ

て，農村公共物品の供給は，公共財政収支の範疇には入っていなかったとの立

場から，人民公社の提供する各種公共サービスを「制度外供給」とし，正規の
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予算ルートとは別の方法で提供されたとしている。

「人民公社の時期，農村は政社合一体制をとり郷鎮財政は取り消された。

農村公共物品は主に人民公社と生産隊が提供した。財政手段を通じて集め

た資金は非常に有限であったので，人民公社と生産隊は正常な運転に必要

な公共物品は，制度外のルートで集めた資金に頼らざるを得なかった。人

民公社なきあと基層政府が農村公共物品を提供する責任をもった。だが資

金がないから人民公社時代と同じやり方をせざるを得なくしている。現在，

農村基礎施設，公共衛生，植樹造林，小領域の治理，校舎修繕などは農民

の負担とせざるをえなくなっている。217」

つまり，財政手段を通じて集めた資金とは県に上納された「国家資金」であ

る。それがわずかであったから，自分たちの人民公社の運営に必要な不足する

費用を別途収集したという意味である。それが，個々の農民や農家に別途現金

や何らかの代価で納付を求めていたのかどうかはこの文面だけからは分らない。

一方，左停，李小雲，唐麗霞，葉敬忠，朱 臻の人民公社評価のニュアンス

は若干違う。

「一面で，人民公社はその後の郷級財政に比べて，より重い財政負担を

持っていた。もう一方面では，人民公社は，のちの郷鎮政府のように大々

表２６ 人民公社の収入支出構成

収入 支出
１．国家予算収入 １．国家予算支出
１．商業企業収入 １．農業支援支出
２．公社税収 ２．公社行政管理費
農業税，工商税，工商所得税，食肉処理税 ３．文教科学衛生事業費

２．地方予算外収入 ４．保護及び社会救済費
１．農業税付加 ５．城鎮人口の郷移転経費
２．工商税及び工商税附加 ２．公社財政社有資金支出

３．公社社有収入 １．社営企業支出
１．公社企業利潤及び減価償却基金上納 ２．農業支出
２．社営事業収入 ３．文教科学衛生支出
３．生産大隊の一部「公積金」上納 ４．社会救済福利事業費
４．公社その他収入 ５．公社行政管理費及び

その他支出

出所：李彬『郷鎮公共物品制度外供給分析』，中国社会科学出版社，２００４年，北京，２３頁。

－１５０－ 中国村庄の政治と経済（２）

的に農民に集資を行わなかった。これはなぜか？

秘密は人民公社は直接，「経済剰余」をおさえ，「税費」の代わりをして

いたことにある。そして，公社財政という変則的な財政モデルであったの

である。公社財政は，両種の方式で，「経済剰余」を支配し，公共物品を

提供していた。（中略）

具体的には，公社の分配方式は工分制の実行であり，生産隊と生産大隊

の生産所得に対して，各項の生産費用を控除したあと，管理費さらに「公

積金」，「公益金」などを集団提留し，残った部分を工分を基数として社員

に分配していた。だから，農村公共物品のコスト分担は両種の方式で進行

していた。物質コストは管理費，「公積金」，「公益金」によって支払い，

総収益の中から控除した。人力コストは総工分数を増加し，よって，工分

値を下げて補った。これは実際上，農民に対する，一種の隠れた直接強制

徴収（中国語原語＝攤派――引用者）であり，農民は自分がどれほどの物

質と人力コストを承胆しているのかを知らなかった。なぜなら，これらは，

農家分配前に直接各基本計算単位(＝生産隊――引用者）が控除したから

である。218」

人民公社が必要な公共財を提供するための資金を，別個に徴収していたのか，

あらかじめ全体の生産量（価値）から控除していたのか，それは形式の解釈で

あって，ここで確認するべきことは，国家を意味する公的な正規の税収及びそ

の他の収入以外の経済価値が人民公社の名の下で集積されていたという本質規

定であろう。そして，人民公社解体後は，上級の県政府を通じて国家財政の末

端を担う役を担った郷鎮の人民政府が，当然のことながら，必要な公共財提供

の資金を何らかの手段で確保する必要に迫られたのである。これが本稿にたび

たび登場するかの「農民負担」である。

市場経済への移行，人民公社の解体は，郷級政府の直接的な経済管理職能を

不可能とした。郷級政府はもはや，人民公社のように，直接，経済剰余を徴収

することができなくなった。それ故，郷級政府が職務を履行するために必要な

資金を徴収することが郷級財政再建の理由のひとつでもあったのである。

それでは，郷級政府の財政はどのような仕組みになっているのか。読者には
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しばらくの間，その繁雑な仕組みの解明にお付き合い願うことにする。

ここでは仁宝王の調査を紹介しながら，郷級財政の実態に迫りたい。

舞台は１９９８年の河南省東南部の平原地帯に展開する５万５３８９人からなる劉郷

である。

劉郷では人民公社解体後の１９８５年から，「財政包干」が開始された。「財政包

干」とは，「収支二条線」に実質的に対抗する方式で，「収支二条線」が，上級

の指令であらゆる支出を規定に従って厳格に実行するのに対して，郷全体の資

金総額の中から使用項目，金額などに相当の「機動性」を持たせるものである219。

１９８５年の「財政包干」の内容は，郷の幹部の給与， 公費，旅費，の３項目に

「幅」を持たせるものであって，その経費はまとめて月ごとに上級政府（県政

府）から支払われた。医療費及び学校の教師の給与は依然として，上級の統一

監理のもとに置かれていた。要は，自由に使える資金と，用途が決められて，

流用が禁止された資金の２種類があったということになる。農業発展のための

資金は郷の財政からは出ていない。その資金は直接，銀行から借りている。給

与， 公費，旅費の上級から支払われる「包干経費」は不足し，それを埋める

ために郷政府は上級から支給された河川維持費の民工補助金を流用，充当した。

「財政包干」の範囲はやがて拡大され，１９８８年には，教師の給与も「自由化」

された。だが，上級から支給される教師給与の総額は，他用途への転用・流用

を厳しく禁止されていて，そのせいか，教師給与は順当に支払われ続けた。

１９９０年代にはいって，「財政包干」の範囲はさらに拡大され，その結果，予

算外財政資金が大量に増加した。各項目間の流用現象が頻発し，下部の村の資

金まで流用され，教師の給与の遅配現象がおきた。１９９４年の「分税制」実施後，

県は，郷に「収支を分け，基数を定め，比例逓増，超過収入は全額留め，不足

は自ら補い，超過人員には支給せず，新増加支出項目は自己処理する」という

管理方法を命じた。

郷鎮の財政資金は３部分からなる。１．予算内資金，２．予算外資金，３．郷

鎮自己集金資金である。１．の予算内資金は農業税などの地方税収部分，国税

（中央税と共有税）の返還部分，体制補助金からなる。２．の予算外資金は，

郷鎮の各部門が国家の法律，法規，法律効力のある規章にのっとって各経済主
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体に割り当て，費用化し，あるいは募集して集めた資金で，国家の予算監理に

納入しない，自己使用が可能な資金である。３．の郷鎮自己集金資金は，１．及

び２．以外の資金で，国家の政策と上級政府の規定に照らして許容される範囲

で自ら集めた資金であり，その使途は自主的に決定できる。主に，郷鎮企業の

上納利潤や管理費，郷鎮統一集金，各種の集金からなる。

地方税や国税返還金，体制補助金からなる予算内資金は中国という国家にお

いて，法律によって徴収され，また上級政府との間での正式の約束事で配分さ

れた資金であり，いわば「正規」の予算である。国や上級政府との間での資金

の「やりくり」の対象であって，上級政府の側から言えば，その総資金の使用

を「財政包干」という形で郷鎮政府にゆだねたものになる。地方資産という概

念が成立していない以上，その資金は「国」の資金である。だから，「財政包

干」とは「国」の資金を郷鎮政府が代理で使用し，「収支二条線」とは違って，

その使途に相当の「フレキシビリティ」が認められた制度だといえる。問題は，

この「正規」の予算資金，すなわち，「国」の予算資金が現行の制度の下で「財

政包干」を実施できるほど，安定した資金源を持ち，その管理権が郷鎮政府に

掌握されているのかというところにある。１９９４年の「分税制」以後，徴税制度

も変化した。各地に，国税局と地方税務局が併置され，中央税と地方税のそれ

ぞれの徴収に責任を持つようになった。

劉郷にも「郷財政所」と「郷地税所」が設置され，工商各税，企業所得税，

農業特産税などを徴収するようになった。このうち「郷地税所」は，上級の県

「地方税務局」の管理下にある。「郷地税所」は郷人民政府の指導を受けるも

のの，人事，給与支払いなどは県「地方税務局」が責任を持つ。農業特産税な

どは，すべての農家を対象にするために４名の地税所の職員だけでは到底，任

務を完成できない。実際に郷政府が「郷地税所」を通して，コントロールでき

る資金は，工商各税，企業所得税，都市教育付加税のみで，郷政府に課せられ

た法定任務の３０％を実現するに過ぎないのである。「国」の資金の「地方」の

「取り分」を地方自体が集めきれなくなっているところに今日の中国末端の農

村政府の苦悩がある。

劉郷の党と政府の職員は１０８人である。彼らへの給与支払い等はどのような
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仕組みでなされているのか。また，必要とされる様々な経費は，どのように集

められているのか。それが，２．の予算外収入と３．の郷鎮自己集金資金である。

１０８人の職員のうち，４１人のみが郷政府の予算内資金によって給与が支払われ

ている。４１人中，３１人には郷財政から給与のほかに奨金と福利金もでているが，

郷財政所の９人，農業経済ステーションの１人の計１０人の奨金，福利費は郷財

政からは出ていない。それは，郷財政所と農業経済ステーションが「独自に集

めた資金」によってまかなわれているのである。

工業管理 公室３人，水利ステーション５人，土地監理所７人，民政所１１人，

社会治安綜合治理 公室３人，計画生育所３８人，合計６７人の「政府職員」の給

与，奨金，福利金はすべて独立採算によっている。さらに，この部署は，事務

経費，いわゆる「 公経費」のすべてを「自主財源」によってまかなっている。

ここに登場した郷財政所，農業経済ステーション（この２つの機構は農村財政

上，「差額支給単位」と呼ばれる。一部が「公式」の郷財政によって運営され，

一部を自主財源に頼っているからである），工業管理 公室，水利ステーショ

ン，土地監理所，民政所，社会治安綜合治理 公室，計画生育所の８つの機構

（これらは「独立採算機構」とよばれる）は種々の項目の名で予算外資金を集

めることができ，職員の諸費用，事務経費を控除したあとの剰余金を郷財政に

繰り入れることになっている。この繰り入れられた資金が，郷政府本体の事務

経費，旅費，培養費，宴会費等に充当され，その金額は２００万元に上り，本来

の正規の予算内資金，つまり「国」の資金とほぼ同額になっている。

もうひとつの郷鎮自己集金資金は，郷の財政機構において最も重要な構成部

分をなす。劉郷の自己集金資金は，「三提五統220」即ち「村提留」の３項目，「郷

統一集金」の５項目を主体としており，これに郷の全範囲にわたって，収集さ

れる各種名目の「集資」があり，募金がある。「村提留」の３項目は幹部報酬

や事務経費をまかなう管理費，農業施設建設に用いられる「公積金」，社会福

利や医療衛生に用いられる公益金の３種類からなり，全農民を対象に集められ

る。本来は一級下の村に管轄権があるが実際には郷鎮の支配下にある。「郷統

一集金」の５項目は，郷村両級に関連する義務教育経費，計画生育，社会保護，

民兵訓練，道路工事などの費用に充当されるもので，「農民負担」の実体であ
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る。１９９８年の劉郷の自己集金資金は５０５万６７８０元に上った221。

末端の行政機構である郷鎮の財政は，「国」の資金を代行的に蒐集し，「国」

の業務を代行しており，その意味で，「超巨大」な国家機構の一部を担ってい

る。その限りで，先に見た「県」と同じように，郷鎮の政府は「公的」である。

そして，様々の公共サービスを住民に提供しており，いまや，農村養老保険や

農村医療保険の具体的な当事者に変身しつつある。その意味で，前号で用いた

「小さな大きな政府」という性格規定は当てはまるであろう。だが，財政の全

体的な面から見る限り，郷鎮は「国」の正規の資金とは別個に動き始めた。「公」

を直接表す「国」の資金はあまりにも少ない。劉郷の党書記は，国から還付さ

れる共有税や体制補助金そして下級の村提留にいたる資金も含めて，「すべて

は郷の金だ！」と叫んだという222。農村には，土地の私的所有がなく，個人，

集団，企業の私有財産への意識は極めて希薄であった。地方の公的主体である

政府にも，地方独自の資産意識はなかった。今，地方の公的存在が，劉郷に表

されるように，自己の支配しうる「資金」に引き寄せられ始めた。

ふり返ってみてみるならば，「分税制」という新しい制度の重大な欠陥は，

十分な政府収入を可能とする税制の基礎の上に形成されたものではなかったと

ころにある。郷政府の収入を可能とする主体税種がないことが主たる原因であ

る。郷級財政の再建は実質のところ，税外収費を主要特徴とする財政自籌の制

度に変質せざるを得なかったのである。

そもそも財政自籌は１９５３年にまでさかのぼる。１９５３年，政務院は『１９５３年度

各級予算草案編制辨法についての通知』の中で，初めて，郷鎮予算を国家財政

予算の範疇に入れた。郷鎮財政収入は県級財政予算に組み入れられたあと，そ

の支出費用は，主要には県級財政の交付金と自籌の両方式で解決された。郷鎮

政府支出中の経常費用は県級財政が提供し，県級財政予算に組み込まれた。非

経常性の支出費用は，当年３月の中国共産党中央が召集した全国財政会議の規

定によって自籌となった。ここにいたって，郷鎮予算は国家財政予算に組み入

れられた後，収入は全額県級財政予算に上納組み入れを行い，支出は主要に，

上級政府の交付と自籌の管理体制となった。ただし，人民公社財政が代替する

前，自籌は郷財政の主要な方式ではなかった。実権は県が握っていたのである。
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自籌制度の本来の意義は予算制度外で政府収入を獲得することである。公社

財政は実質的に自籌であったが，それは経済剰余を直接支配する形式を採用し，

税外収費という媒体を必要としなかった。だから，税外収費を主要特性とする

財政自籌制度は郷級政府が経済剰余を直接支配できなくなったことによって生

れたのである。このように，統籌手段は地方公共財政部門の収入萎縮を補う一

種の体制上の創新とならざるをえなかった。

２０００年から安徽省で試行された農村税費改革は自籌を取り消した。農民の負

担を軽減することを主目的にしたからである。郷鎮の主要な農業税だけで郷鎮

財政を形成することを意図したのである223。しかし，時すでに遅しの感がある。

郷級体制の弊害はすぐに白日の下にさらされた。

全国で最初の税費改革の試行地点，太和県の全県３１の郷鎮の７８％の財政収入

は農業税からなっていた。税改後の２０００年，農業税および付加は，０．８７億元，

中央の３０００万元の補助にもかかわらず，財政欠損は依然６０００万元，当年財政収

入の５１．３％に上っていた。全県３１郷鎮の扶養人員は２７２５１人，２００１年太和県の

郷鎮の財政収入のみでは，給与支出だけで８００万元の欠損がでたという224。

第５節で見たように２０００年から，農村税費改革は始まり，５年内の農業税廃

止の方向が打ち出された。中央は農村義務教育費の全額負担の検討をはじめ，

郷鎮の行政事務権を廃止し，すべてを県に吸収する制度の検討に入ったという。

その後の顛末を含め，郷のさらに下位に位置する村庄の全面的な分析の段階に

到達した。そのすべては次号以下に譲る。
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